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2025年度は、今後の教職大学院の改革に向けた様々な議論が

なされた重要な 1年となりました。 

中央教育審議会では、「多様な専門性を有する質の高い教職

員集団の形成を加速するための方策」として、「現職教員等の

能力の高度化のため中心的な場となる教職大学院での指導の

質の確保」という観点での議論が行われました。論点整理では、

教職大学院で育成するべき実践力として、「自らの実践や教育

課題に対する理解と改善・解決を志向し、探究的・研究的に取り組むことのできる資

質能力」、「自ら設定した課題に対する実践的で臨床的な探究力・研究力(教育臨床研究

力/教育実践研究力)」が、教職を通じた「学び続ける教師」の基盤になるとの指摘が

なされました。 

また、教員が保有する免許状の修士レベル化の議論においては、教職大学院での学

修に加えて、教育委員会が実施する教員研修と教職大学院との連携、学校現場での研

修・教育実践への大学教員の関与などが検討されています。加えて、特別免許状の授

与を念頭に、社会人等の免許取得に資する新しい大学院段階の教職課程の議論も進め

られています。 

教職大学院はこれまでも、まさに院生の教育臨床研究力/教育実践研究力の向上を目

指し、教員の修士レベル化に貢献してきました。また、既に、社会人等がゼロから免

許を取得できる教育課程を展開している教職大学院も少なくありません。このように、

現在の改革の議論は、これまでの教職大学院の取り組みの延長線上にあって、それを

さらに強固に、かつ柔軟に拡張可能な形にしようとするものであると考えられます。

そして、このような動向は、教職大学院に対する社会からの期待が極めて高まってき

ていることを表すものと考えられます。 

今回の改革によって、「学び続ける教師」像の実現に向けた教職大学院のプレゼンス

がさらに向上することを期待します。そして、教職大学院の修了生が、社会の変化に

対応できる力量のある教員として、一人ひとりの児童生徒の健やかな成長を支える存

在となることを願っています。日本教職大学院協会では、こうした観点から、教職大

学院のこれまでの取り組みを振り返り、今後に向けて継承・発展させるべきことと、

改善・修正しなければならないことを真摯に考え、改革の議論を踏まえながら、新た

な教職大学院の創造に取り組んでまいります。 
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令和７年度日本教職大学院協会研究大会 

令和７年１２月１３日（土）、１４日（日） 

秋田大学 

主催 日本教職大学院協会 

後援 文部科学省 

日本教育大学協会 

全国都道府県教育委員会連合会 

独立行政法人教職員支援機構 



１．令和７年度日本教職大学院協会研究大会概要 

⽇ 時：令和７年１２⽉１３⽇（⼟）・１４⽇（⽇） 
開 催 ⽅ 法：秋⽥⼤学（対⾯とオンラインのハイブリッド形式で開催） 
後 援：⽂部科学省、⽇本教育⼤学協会、全国都道府県教育委員会連合会、 

独⽴⾏政法⼈教職員⽀援機構 

プログラム： 
１２月１３日（土） 

13：00～13：20 開会行事 

会⻑挨拶 
森⼭ 潤（⽇本教職⼤学院協会会⻑） 

 ⼤会校代表挨拶 
   ⼤橋 純⼀（秋⽥⼤学教育学研究科⻑） 

  来賓挨拶 
安⽥ 浩幸 ⽒（秋⽥県教育委員会教育⻑） 

13：30～14：30 講演 

題⽬：「学び合いのコミュニティ」を形成するために 
講演者：佐野 壽則 ⽒（独⽴⾏政法⼈教職員⽀援機構前審議役・ 

教育⾏政探究コモンズ合同会社代表） 

14：40～16：40 パネルディスカッション 

 テーマ：「教職⼤学院と新たな養成・研修のあり⽅を考える」 
パ ネ リ ス ト：吉⽥ 美穂 ⽒（弘前⼤学教職⼤学院教授・NITS 弘前⼤学センター⻑） 

町⽀ ⼤祐 ⽒（帝京⼤学教職⼤学院准教授） 
  鎌⽥  勉 ⽒（秋⽥県総合教育センター指導主事） 

コメンテーター：島⾕ 千春 ⽒（独⽴⾏政法⼈教職員⽀援機構審議役） 
佐藤 修司（秋⽥⼤学教職⼤学院教授教職実践専攻⻑） 

コーディネーター：和⽥ 渉（秋⽥⼤学教職⼤学院教授） 

17：00～18：00 院生交流会 

詳 細：研究⼤会に参加する院⽣及び修了⽣の交流の機会を提供し、教職 
   ⼤学院における授業、実習、研究、院⽣⽣活の全般にわたる情報交 

換、協議、懇談の場とする。 

１２月１４日（日）

09：30～12：20 実践研究成果発表 

詳 細：12 ⼤学各教職⼤学院の⼤学教員等が、「実践研究の成果」、「プロジェ 
クト研究の成果」、「授業における実践的な教育の成果」等について発
表を⾏う。［発表・質疑応答時間／各 50 分］ 

13：20～15：35 ポスターセッション（全面オンライン開催） 

詳 細：53 ⼤学各教職⼤学院から優れた学習成果をあげている学⽣または修
了⽣が発表を⾏う。ラウンドテーブル⽅式により、対話を重視した意
⾒交換を⾏う。 

［発表者毎に発表時間 15 分・質疑応答時間 15 分／合計各 30 分］ 
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パネルディスカッション 

令和７年１２月１３日（土） 

（研究大会）ｰ2



２．講演・パネルディスカッション 

 
【 講師プロフィール 】 

佐野 壽則 氏  

（さの としのり 独立行政法人教職員支援機構前審議役・教育行政探究コモンズ合同会社代表） 

  徳島県出身で、専門は教育学。 

本年８月に２３年間勤めた文科省を退職し、今は、自分の関心や大事だと思うことを軸に仕事

をしている。「教育行政探究コモンズ合同会社」は、教育関係者が定期的に対話し、時に提言を

出すといった「サロン」を作れないかと思い、９月に立ち上げた。 

 

【 パネリストプロフィール 】 

吉田 美穂 氏  

（よしだ みほ 弘前大学教職大学院教授・NITS弘前大学センター長） 

  神奈川県出身で、専門は教育社会学。 

神奈川県立高校で長く教員を務める傍ら、横浜国立大学及び中央大学の大学院で教育社会学の

研究に従事。高校で出会った子どもたちの姿を思い浮かべながら、社会経済的背景によって、学

びの場から排除されやすい子どもたちの教育支援について研究する。2017 年の弘前大学着任後

は、多文化多言語の子どもの教育支援のために大学内に NPO 法人ひろだい多文化リソースルー

ムを設立したり、弘前大学「子どもの貧困」プロジェクトを立ち上げ、地域の福祉関係者・教育

関係者と共に教育研究活動を展開したりしながら、常に実践と研究を往還する日々を送ってい

る。 

NITS 弘前大学センター長として、教員だった自身の経験も踏まえながら、主体的・対話的か

つ探究的な学びとなる教員研修プログラムの開発・実施に取り組んでいる。 

  

町支 大祐 氏 

（ちょうし だいすけ 帝京大学教職大学院准教授） 

広島県出身で、教師教育・教育経営が専門。 

東京大学経済学部卒業後、筑波大学附属駒場中高等学校講師、横浜市立中学校教諭を経て研究

の道へ。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了、博士課程単位取得満期退学。 

青山学院大学助手、東京大学特任研究員、立教大学助教を経て、現職。 

教師の学びや、その学びを促す組織づくりを中心に研究を行うとともに、研修や組織開発の実践

者としても活動を行っている。 

 

 鎌田 勉 氏 

（かまだ つとむ 秋田県総合教育センター 指導主事） 

秋田県出身で、地理歴史・日本史が専門。 

秋田県内の高等学校に採用（地理歴史）。秋田県立仁賀保高等学校、秋田県立本荘高等学校秋

田県立矢島高等学校、秋田大学教職大学院修了。秋田大学教職大学院では、「高等学校における

教育活動全体を通じた発達支持的生徒指導の在り方」について研究した。校内研修において教科

や学年、分掌を横断して生徒指導に関して複数回の協議をした結果、同僚性の高まりが見られた

り、他者からの多様な意見を聞くことで客観的な自己評価につながったりするなど教職員間の関
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係性が向上した。さらに教職員間の意識の高まりが生徒へも好影響を及ぼすことが認められた。

このことから、研修の時間のみならず、学びの対話を増やすことが学校全体の成長につながると

考えている。 

【 コメンテータープロフィール 】 

島谷 千春 氏 

（しまたに ちはる 独立行政法人教職員支援機構審議役） 

神奈川県出身で、専門は教育行政。 

横浜市出身。2005 年に文部科学省に入省。初等中等教育、研究振興、国際関係などを幅広く

担当。2017 年より横浜市教育委員会へ出向し、教育振興基本計画策定や学校の働き方改革、教

育・福祉連携などの業務に従事。2021 年より内閣府科学技術・ イノベーション推進事務局にて、

Society 5.0 の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」のとりまとめやスタート

アップ事業に携わる。 

2022年より加賀市教育長。2025 年４月から独立行政法人教職員支援機構審議役に就任。 

佐藤 修司  

（さとう しゅうじ 秋田大学教職大学院教授教職実践専攻長） 

福岡県出身で、専門は教育行政学、教育法学。 

東京大学教育学部卒業後、東京大学大学院教育学研究科を経て、1990 年に東京大学教育学部

助手、1995年に秋田大学教育学部助教授、2006年に教育文化学部教授となり、2016年の教職大

学院発足に伴って、専任研究者教員となる。2006年に博士（教育学）の学位を東京大学から授与

される。日本の教育法学、国民の教育権論の中心概念である内外事項区分論の研究に取り組み、

その後は、教員養成・研修、東日本大震災後の教育復興に関する研究に取り組んでいる。 

現在、日本教育学会、日本教師教育学会、日本教育政策学会、教育制度学会、東北教育学会の

理事を務めるとともに、教育政策学会、東北教育学会の編集委員長を務めている。 
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令和 7 年度日本教職大学院協会研究大会 1 日目 

日時：2025 年 12 月 13 日（土）13:00～18:00 

対面：秋田大学手形キャンパス 教育文化学部 3 号館 

オンライン：Zoom

（司会） ただ今から、講演を始めます。最初に、本日の講師をご紹介申し上げます。佐

野壽則先生です。佐野先生は昨年度まで独立行政法人教職員支援機構の審議役をお務めに

なり、文部科学省を経て、本年 9 月に教育行政探究コモンズ合同会社を立ち上げ、現在代

表としてご活躍です。本日もつい先ほどイギリスからお帰りになったばかりで、まっすぐ

こちらにおいでいただきました。ご著書には『研修を、面白く：「研修観の転換」に向けた

教職員支援機構の挑戦』、『未来を切り拓く力と意欲の向上に向けて―大分県の教育改革』

などがございます。資料にも掲載されておりますのでご覧下さい。

 本日のご講演のテーマは「『学び合いのコミュニティ』を形成するために」です。佐野先

生、よろしくお願いいたします。

講演「『学び合いのコミュニティ』を形成するために」 

講師 佐野 壽則 氏（独立行政法人教職員支援機構 前審議役 

／教育行政探究コモンズ合同会社 代表） 

1.はじめに

ただ今ご紹介のあった教育行政探究コモンズ合同会社は、教育関係者のサロンの場を形

成するためにつくった会社ですが、本日はどちらかというと教職員支援機構（NITS）の前

審議役としての立場から、1 時間ほどお話ししたいと思います。 

NITS は、「つくば」駅からバスで 20 分ほど北上した所にあり、約 200 人が集団宿泊でき

ます。普通のオフィスに加え、動画を撮影・配信するスタジオも備えています。教職員研

修をはじめ、現職教員の学びに関するナショナルセンターという位置付けで、とりわけ教

員免許更新制の発展的解消が 4 年前に決まってから、研修観の転換に向けた試行錯誤が行

われています。

理事長、理事、審議役という三役の下で運営されており、現在の荒瀬克己理事長が令和

3 年度にいらっしゃり、この 5 年間は大路・鍋島・齋藤という 3 人が理事を務めています。

その下の審議役というのは、突っ込み隊長というか、いろいろなものを具体に進めていく

立場なのですが、令和 3 年に教員免許更新制の発展的解消という方向性が定まったときに

は、森友審議役が務めていらっしゃいました。その後、令和 4 年度からは私が 3 年間ほど

審議役として研修観の転換に向けたコミュニティ形成の芽をつくらせていただき、令和 7

年度からは島崎審議役がそのさらなる発展に向け、現在も思考錯誤は続いています。

本日は事務局から「学び合い」のコミュニティ形成という大きなタイトルをもらいまし

た。このテーマはさまざまな説明の仕方があると思いますが、本日は私自身の NITS での

経験や、そこで生まれてきた発想をお話しすることで、ご依頼に応えることにしたいと思

います。

冒頭ご紹介くださった際に、コミュニティの形成に係る最新の知見がテーマというお話

（研究大会）ｰ5



を頂いたのですが、どちらかというと兵庫教育大学の学長におっしゃっていただいたこれ

までの取り組みの中から未来に生かせるものを波及していく、そういった発想でお話をさ

せていただこうかと思っております。

NITS にとって学び合いのコミュニティの形成は、これからの研修観、それはもしかする

と教職大学院における学びやこれからの教員養成観につながるものではないかとも考えま

すが、それを探究する中で必然的に出てきた発想だということをご理解いただけるかもし

れないという淡い期待を持ちながらお話をしたいと思います。皆さまにとって何らかの気

付きになったり、この後のパネルディスカッションへの薪（まき）になれば幸いです。

2.教育観の転換

まずは、NITS が進めてきた研修観の転換について話をしたく、4 年前に NITS が置かれ

ていた状況と、その状況にどのように向き合おうとしたかからひもといていてみたいと思

います。

4 年前、赴任前に私自身が思っていたのは、NITS には教職員研修のナショナルセンター

として、研修に関する高い専門性があるに違いないということです。しかし、赴任してみ

ると、NITS は研修を回す組織なのだなと思いました。研修計画を決める、講師のアポを取

る、教育委員会と連絡・調整をする、研修設備や宿泊施設を整える、ICT 環境を整える、

参加者に快適に過ごしてもらう。研修を回すことは、それ自体非常に大変なことです。こ

れまでの蓄積の上に常勤・非常勤の職員がしっかり回してくれている。NITS の足腰はしっ

かりしているなと思いました。

一方で、教員免許更新制の発展的解消が決定される中で、NITS には研修を回す以上の役

割が求められているかもしれないとも思いました。恐らく私たちは研修を回すだけではな

く、研修をつくり、研修の在り方を全国に提案する、そういった組織になる必要があるの

ではないかと思ったわけです。

その際の発想として、令和 4 年 7 月に中身が全然固まっていない中でいったん提案させ

てもらったのがこういった絵です（スライド 27）。これは何かというと、子どもの学びを

変えていこうとする際に、得てして教師の学びは一方通行的なものになりがちな気もして、

子どもの学びと教師の学びを相似形と捉えて一体的に変えていく必要があるのではないか。

学習観の転換を進めていくのであれば、研修観の方も転換をして、両者ともに主体的・対

話的で深い学びの実現に向かっていく必要があるのではないかと提案させてもらいました。 

 研修をつくり、研修の在り方を提案するというのは、研修環境を整備し、研修を回して

いくというのとは次元が異なる課題です。なぜなら、より良い研修を提供できるよう、研

修の質について考える必要があるからです。NTTS がずっと取り組んできた研修環境の中

核となる、研修の質について考える必要が出てきたということです。

 では、研修の質とは何でしょうか。例えば、次のようなことだと言われます。まず、目

的の明確さ（研修のゴールが明確であるかなど）です。それから、内容の適切性（最新の

知識やスキルが反映されているかなど）、進行と手法、環境（効果的な手法が採用されてい

るかなど）、効果の測定とフィードバック（受講者のフィードバックを収集し、研修の改善

につなげているかなど）といった観点があります。

これら研修の目標、研修の内容、研修の過程・方法、そして研修の評価という四つがつ
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ながって、実践され、発展していく。その中で研修の質が問われていくのだと思っていま

す。

 この四つの中で、教員免許更新制の発展的解消を受けて、研修の質をより良くしようと

試行錯誤する出発点となっていたのは、研修内容の捉え方だったと考えています。教職員

研修で研修内容として設定しているのは、基本的に教育上の課題です。さまざまな課題が

ありますが、教育上の課題を研修内容に設定しているのが通常であると思います。その課

題には、大きく二つのタイプのものがあるといわれます。

一つは解決方法が既に知られている、または専門的な知識で対処できる「技術的課題

（technical problems）」です。過去の知識や経験で解決ができる。専門家や制度が既に存在

していて、解決策が明確である。あるいは問題を解決する手順が決まっているといったも

のです。例えば、風邪をひいたら薬を飲む。壊れたパソコンを修理する。設備が不足して

いれば予算を確保して購入をする。そういったものが技術的課題ということになります。

 もう一つは、既存の方法では解決できず、新たな価値観や行動の変容が求められる「適

応課題（adaptive challenges）」といわれるものです。つまり、徐々に適応していく必要があ

る課題ということです。解決策が明確ではなく試行錯誤が必要な課題や、組織や個人の考

え方、価値観の変化が必要なもの、あるいは長期的な取り組みが求められるような課題で

す。例えば、移民の受け入れがそうです。私が先ほどまでいたイギリスは、5 割程度が移

民という状況になっていて、ロンドンなどはどこを見ても白人が少数派という状況になっ

ていますが、ここまでに非常にタフな多文化共生の意識改革を進めてきたわけです。ある

いは、環境問題は環境負荷の低い生活スタイルの受け入れが必要ですし、働き方改革では

労働時間や勤務スタイルに関する固定観念の問い直しが必要です。

 ここで、解決策が明確ではなく試行錯誤が必要なこと、組織や個人の考え方や価値観の

変化が必要なこと、長期的な取り組みが求められるといった適応課題の特徴を踏まえて、

私たちが日頃使っている言葉に引き寄せると、適応課題は探究課題と言い換えることがで

きると思います。以下では、課題というのは技術的課題と探究課題に分けられるとして考

えたいと思います。

 さて、多くの課題は技術的課題と探究課題の両方の要素を含んでいて、どちらとして捉

えることが適切かを時々で判断する必要があります。例えば働き方改革は、大きくは労働

時間や勤務スタイルに関する固定観念の問い直しが必要な探究課題だと思われますが、同

時に労務環境の ICT 化といった、相手が手順を踏めばできるような技術的課題の要素も一

部含まれています。そのため、「働き方改革を行うためには労務環境の ICT 化が必要だ」と

いう言い方は、間違っているわけではありません。また、価値観のすり合わせが進んでい

るなど職場の状況によっては、技術的課題と捉えれば十分ということもあり得ると思いま

す。そういった職場では、働き方改革もかなり技術的課題寄りの位置にあるといえます。

 思うに、私たちはさまざまな課題を探究課題ではなく技術的課題だと捉えたいと思う傾

向が強いのです。既存の方法では解決できず、新たな価値観や行動の変容が求められる課

題と捉えると、とても面倒そうであり、できる限り技術的に対処できる課題だと思えた方

が楽だからです。技術的課題と捉えてよいものを探究課題と捉えて対応するのは無駄が大

きいことです。反対に、探究課題と捉える必要があるものを技術的課題としてのみ捉えて

取り組むと、表面的な変化しか生まれず、無効になってしまいます。
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 研修のことに話を戻しましょう。教職員研修が対象としている、あるいは教職大学院に

おいて現職教員が対象としている教育上の課題は、どれくらいが技術的課題で、どれくら

いが探究課題でしょうか。少し前まで、学校では知識を伝達する授業や、一定の価値観を

前提とした指導が違和感なく受け入れられていたかもしれません。そうであれば、教師は

教科の専門知識と定まった指導の型で教育を行う、技術的課題寄りの発想で対処すること

もできていたかもしれません。

 荒瀬理事長はよく「教師は教えた。生徒は学んだか」という話をします。教職員が、誰

一人取り残されることのない子どもを主語とした主体的・対話的で深い学びを目指そうと

するとき、あるいは不登校の急増といった学校の在り方そのものが問われる状況に向き合

おうとするとき、あるいは働き方改革を進めながら学びの充実を進めるという未知の課題

に答えを出していこうとするとき、恐らく既存の知識やスキルを適用するだけで対処する

ことはかなり難しく、私たちは自身の「観」も問いながら、試行錯誤を続け、実践を変容

させていくことがこれまで以上に求められているのではないか。教育を技術的課題に留ま

らず、探究課題と捉える必要性が高まっているのではないか。

 だとすれば、教育について研修を行っている、あるいは教育または諸大学院で教育を行

っている私たちも、教育上の課題（研修内容）を技術的課題にとどまらない探究課題だと

捉えて研修をデザインすることを迫られることになります。

 あるいは、こういう言い方もできるかもしれません。教育は、以前から技術的課題にと

どまらない探究課題だった。ただ、日々の課題への対応に追われる中で技術的課題として

捉えてどうにか対処しようとしてきたのではないかということです。

3.研修観の転換

さて、教育上の課題（研修内容）を探究課題だと捉えた際に、教職員研修はどういった

ことを目指し、どのような展開にするといいでしょうか。また、そのような発想に立った

研修の在り方を、どのように全国に広げればいいのでしょうか。

 まず、教育を技術的課題だと捉えた場合の研修の目標や展開について考えてみたいと思

います。例えば、授業の進め方について定まった型があることを前提として研修を行う場

合、研修の目標は、例えば参加者がその型を習得することになるかと思います。また、研

修の展開としては、例えばその型について講義を受けたり、資料を読んだり、優良事例動

画を見たり、模擬授業を行ってみたりする研修が考えられます。発想としては、Zoom や

パワーポイントの使い方について研修を行う場合と近いかもしれません。

 では、教育を探究課題だと捉えた場合、研修の目標や展開はどういったものになるでし

ょうか。教育の営みに定まった解答はなく、教師が試行錯誤しながら、自身で考え実践を

発展させていくものだという前提に立って研修を行う場合、研修担当者、学びを司ってい

る担当者が目指す必要があるのは、各参加者がそれぞれなりに気付きを深められるよう、

研修の場を、参加者が教育の方向性や手法について自身で考える、考えていいと思える場

にすることではないでしょうか。

 これは一見当たり前のことのように聞こえますが、必ずしも簡単なことではありません。

私たちは、教育の方向性や手法には正解があって、それを文科省や教育委員会や研究者が

教師に伝え、教え、身に付けさせるものだと考える傾向が強くないでしょうか。実際、研
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修の参加者の多くから聞くのは、今求められている教育の方向性や、明日使える教育手法

を教えてほしいという声です。また、翻って研修担当者、私自身も本当に活動の研修を担

当しましたが、自分自身として気付くのは、自分の中に「目指すべき教育の方向性を教え

ることができます」「明日使える教育手法を教えることができます」と言いたいという、啓

蒙的な願望があるということです。そのような、いわば「教え手と学び手の共犯関係」の

中で、研修の場が、求められる教育の方向性を伝えたり、既存の教育手法を演習させたり

することばかりになっていないでしょうか。

 教育を探究課題だと捉えたとき、まずもって重要なのは、参加者の中に、自身で考えて

いい、問うていいというモード（心持ち）が生まれることであり、教えてほしいと来られ

た研修の参加者に、ここは他者の視点も得ながら安心して自分で考え、問いを持ち、口に

できる場所であること、さらには今後の実践の発展に向けた自分なりの気付きが醸成され

ていく場であることを感じてもらうこと、もっと言うと教育について問い、探究すること

は面白いことだと思ってもらえることではないでしょうか。

 私たちが考えてきたこと、それは教職員研修の目標は、参加者に自分なりの気付きが醸

成される場をつくることで、各教職員の探究を後押しすることを目指すことではないかと

いうことです。

それでは、各教職員の探究を後押しする上で、研修の展開をどうすればいいでしょうか。

ワクワク感と強い葛藤の双方を覚えながら試行錯誤を繰り返す中で、私たちがたどり着い

た一つの考えは、対話と内省を軸とした展開を大事にするということでした。ここでいう

対話とは、判断をいったん保留して聞き合い、共に見方や価値観が変わっていくようなコ

ミュニケーションをイメージしており、関係者の合意形成を目指す議論とは区別されます。 

この対話（dialogue）と議論（discussion）の違いを模式化すると、A さんと B さんがいて、

A さんは a という意見を持って場に参加する。B さんは b という意見を持って場に参加す

る。議論とは、この 2 人の間で意見を交換しながら c という結論を目指していくものです。

それに対して対話とは、A さんは持って来た a にプラス x を持ち帰る、B さんは b にプラ

ス y を持ち帰るというものです。

議論では、結論に向けて意見が取捨選択され、採択される意見以外は修正されたり否定

されたりしていきます。自信がない人は、初めから議論に加わりません。それに対して対

話の場では、それぞれの問いや思いや考え、発言機会が尊重されて、聞き合うことになり

ます。そう考えると、対話というのはそれぞれの探究を互いに後押ししやすいコミュニケ

ーション様式になっているといえます。

 そのような対話の時間を、自身の中で芽生えた気付きを掘り下げ言語化していく内省の

時間と組み合わせること、さらには対話と内省を深める問い掛けや教材を工夫することに

より、研修の場を、参加者が教育の方向性や手法について自身で考える、考えていいと思

える場にできるのではないかと思います。

 これまでの研修は、解答を持っている講師がいて、その下で質問が投げられ、演習を行

い、時間があれば話し合いが行われる、そういった展開が多かったのではないかと思いま

す。そこを、先に解答ありきではなく、先に探究する参加者ありきで考え、参加者が他者

の視点も得ながら、それぞれに自身についての気付き、例えば自分自身の実践の特徴、自

分はこんなふうに実践をする傾向があるなといった気付きや、自身の考えの枠組み、こん
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な考えで大体物事を見ているなという気付き、自己の在り方、こんなことを大事にしてい

る、こんな価値観を自分は持っているのだといった気付きを深めていくことを大事にする

というふうに、私たちの研修デザインの発想（研修観）が大きく転換したのです。

 その転換の結果、伝えるべき解答を専ら意識するのではなく、対話し内省する姿勢を置

くことで、参加者がどんな人たちで、どんな自信を持っていて、どんな文脈の中に生きて

いて、どんな気持ちを持って参加されているかを考える、どうすればその人たちの対話や

内省を深めることができるかということを深く想像しながら研修をデザインすることが普

通になったと思っています。

 試行錯誤を進める中で、次のような問いについても考えてきました。対話と内省を軸と

して気付きが深まる場をつくろうとする際に、理論はどのような価値を持つのかというこ

とです。例えば、今の日本の教育界において一番大きなグランド理論である「主体的・対

話的で深い学び」という教育理論は、教職員の学び、教職員の研修の場として、教職大学

院の教育の場においてはどういった価値を持つのだろうかということです。

 私たちは、研修において重要なのは、理論の中身もさることながら理論の捉えられ方だ

と考えています。理論が正解として提示され捉えられると、参加者は受け身で受容するだ

けで頭も心も働かず、自身のこれまでの実践、これからの実践と関連付けにくい、応用が

効きにくい他人事の情報になってしまいます。他方で、理論が対話や内省を深めるための

一つの視点、あるいは仮説として扱われると、その理論は参加者がその視点から自身の実

践を振り返り、今後の発展に向けた気付きを生む源泉となります。

4.新たな発想に立つ教職員研修の普及

試行錯誤の中で、私たちは教職員研修の在り方についてこういった考えに至ったわけで

すが、それでは教職員研修のナショナルセンターとして、そうした発想に立った研修の在

り方をどのように全国に広げればいいのでしょうか。

すぐに思い付くのは、こういう方法ではないでしょうか。NITS が自治体の教育センター

に、こういうのはどうですかと伝達・共有し、自治体の教育センターから学校に伝達・共

有するという方法です。実際私もこのイメージを持っていました。あるいは、このイメー

ジを持っていたが故に文部科学官僚になったと言ってもいいような気もします。

 ここで少しだけ、問わず語りをしたいと思います。問わず語りというのは、誰にも質問

されていないにもかかわらず自分のことを話す、非常に恥ずかしい様式なのですけれども、

そういうこともいいかなと思うので、少し問わず語りをしたいと思います。

私は 1977 年、徳島に生まれました。皆さんは、子ども時代の憧れの人はいますか。私は、

ガンジーやマーティン・ルーサー・キングに強い憧れがありました。一方で、マリア＝テ

レジアやエカチェリーナ 2 世に対する憧れもあったのです。この 2 人は啓蒙専制君主とい

われ、専制君主だけれども啓蒙もしながら、世の中をよりよくしていくという方々です。

また、活動の面では団地で育ち、いろいろな人たちとガヤガヤしながら生きてきて、生徒

会長をやったり、パリ・コミューンの本がすごく好きだったり、テニスサークルにも入り、

人と交わることが好きだったりします。恐らく私の中で、啓蒙的でいたい自分と協働性を

好む自分の両方が存在するのだろうと思っています。

その啓蒙的でいたい自分の方が強く出ている中で文部科学省に入省して、初めは大学課
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に所属しました。当時は非常に権力的な、大学関係全ての権限を持っているような所で、

非常に面白くて、係員 2 年目でこんな数億円のお金を自分で考えられるのかと思いました。

今は全然そうではないですが、当時はそういう時代でした。その関心の中で、通知とか予

算とか事例といった話のある種の権力行政みたいなイメージが強化されて、これは面白い

なと思っていました。他方で、その後に児童生徒課に異動になり、そこはいじめや不登校、

いわゆる生徒指導を扱う部署で、当時はいじめが大きく社会問題化したタイミングでもあ

り、結局のところは文科省として通知を出し、予算を取って生徒指導の事例集を作ったり

したのですが、ものすごくむなしくて、このアプローチで何か変わるのだろうかと思った

のです。

その後にカナダに修士留学をさせてもらって、1 年たった後、指導教官からオンタリオ

州教育省でインターンをしてはどうかと勧めていただき、「君は行政官なのだから、学問も

いいけれど、学問にプラスアルファするインターンをするとすごくいいと思うよ」と、本

当に素晴らしい指導教官で、一も二もなくお願いをして、教育省の中で 3 カ月ぐらい籍を

置かせてもらって、いろいろな人にインタビューをしたり、教育省の指導主事の方と一緒

に学校訪問をして、その様子を見させてもらったりしました。今もオンタリオ州教育省は

世界の中でもトップに数えられるような、非常にいい教育行政を行っている地域です。

当時、言語力と数学力がキーだというのがオンタリオ州の考えだったので、言語力・数

学力向上局（LNS）が立ち上げられて、そこに全国から指導主事が集められて、その指導

主事がいろいろな学校に訪問しては支援をするといったことを繰り返していました。その

ときの彼らの大きな発想が、継続的な学力向上を州全土で実現するためには制度改革だけ

でなく、学校・教室における実践を改善するための持続的な取り組みを進めることが必要

不可欠で、何千何万もの教室で日々行われている教える・学ぶという営みを変えていくこ

とがその核なのだといったことを強烈に持っていました。

 それを見て、果たして私は、教育を良くすることに対して貪欲だっただろうかと思いま

した。むしろ自分がやりやすいこと、評価されることに目を奪われて、それが現場の改善

に結び付いているかということを間接行政であることを口実に軽視してきたのではないか

という思いを強くして帰ってきたわけです。

カナダの LNS の取り組みで、どうやって学力を向上するかというところで強く意識され

ていたのは、指導主事が critical friend（批判的友人・触媒・翻訳者）として各学校で PLC

（professional learning community）の形成を促すということでした。それによって、実際に

ものすごく学力が伸びていました。国語だけで 4 時間もの学力テストを全児童に対して実

施するのですが、その成績もかなり伸びていて、なぜこんなに上がっているのかと聞いた

ところ、LNS 局長のメアリー・ジーンは「児童が作成した成果物を真ん中に置いて、その

児童が次のレベルに進むためにどう働き掛ければよいかを協働的に議論・追求する習慣が、

学校・教師の間に浸透したこと」という非常にシンプルな話をしてくださって、そうなの

だと強く思ったわけです。このとき私が得たイメージは、オンタリオ州教育省が働き掛け

をして、PLC が形成されていくというものです。 

日本に帰ってきて、大分県の教育委員会に 3 年間出向して、課長として仕事をさせても

らったのですけれども、大分県は全国学力調査で 40 番台で、当時それが問題になってい

て、どうやって学力向上するかということをたくさん考えていました。カナダでの学びを
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基に展開させてもらったという 3 年間を過ごし、その後は文科省に帰り、教職員支援機構

に 2022 年から 3 年間というのが私の経歴です。 

NITS に赴任した際に、令和 4 年 4 月に福井大学の柳澤教授と会話をしたことがありま

す。柳澤教授は NITS の発想の根幹をつくってくださった方です。私が、福井大学のライ

バルはどこですかとお伺いしたところ、柳澤教授は、日本ではなく「オンタリオ州です」

とおっしゃったのです。実は私もオンタリオ州にいたのですよと言うと、何が印象的だっ

たかと聞かれたので、PLC の形成を重視しているところだと言うと、「やっぱり、そこです

よね」と、そこから話が盛り上がった記憶があります。私は、同じことを考えているのだ

なと思いました。

 しかし、実はそうではなくて、福井大学の方がずっと深かったということが後になって

分かりました。令和５年 1～3 月ごろ、福井大学の松木教授・柳澤教授から 2 週間置きに 2

時間程度、全部で 5～6 回あったのですが、NITS として研修観の転換を進めるに当たり、

具体的にどんな学びをデザインしたらいいか、教育面について継続的に示唆を頂いたので

す。NITS の中心メンバー数人が参加し、とても贅沢な時間で、いろいろなご示唆を頂いた

のですけれども、探究的な研修のデザインということで、われわれは事前にこのような探

究型研修をやりたいですという形で、かなり緻密な案を持っていったところ、松木教授と

柳澤教授から、次のようなことを言われました。

「今回 NITS から頂いた原案は、1 年間がワンサイクルになっていて、全部学んで初めて

自分で研修を考えられるというデザインになっている。そうではなく、身近なところから

サイクルを組み、だんだん大きくしていくイメージをどうやってつくっていくかというこ

とだと思います。自分の思考の枠組みに参加者が気付きながら、自分の中で修正していく

プロセスが磨けるようにしていくためには、全ての行程をクリアしないと研修の企画がで

きないというデザインではなく、二重三重にサイクルが編み込まれていくようなデザイン

とすることが大事だと思います」。

 私の中では、教え手側で習得すべき知識の体系を組んで、学んでもらうと思っていたの

ですが、そうではないということが鮮明に分かった瞬間でした。

また、学び合うコミュニティについて、「NITS や教育センターでは、数年で人が入れ替

わっていくと思います。そういう中では、組織の中に変化を共有し、取り組みを持続させ

ていくコミュニティ文化をつくっていくことが大事です。個々の力を高めることは大事な

のですが、それ以上に、職員同士で研修デザインについていつも研究し、発展させていく、

そういった組織文化づくりにチャレンジすることの方が厚みや可能性が出てくると思いま

す」という言葉を頂きました。

私自身は、それでもどこか、まだ半信半疑でした。どこかで啓蒙的でいたい自分が残っ

ているので、まずは教え手側が、PLC 形成に向けた知識や留意点を示すことが重要だとい

う発想が抜け切れないのです。それでも、参加者を主語とした対話と内省を軸とした学び

にチャレンジしたい、そこに回答があるかもしれないとも思いました。

それで令和 5 年度から NITS の中でマネプロというのを始めました。NITS の職員の間で

2 週間に 1 回程度、約 2 時間の対話の時間を確保し、どういう学びが大事なのかについて

フラットに対話する、そういった時間を持つというものです。これはすごく非効率的なも

のに当時の私には思えていたのですが、それをやるべきだというのが柳澤さんと松木さん
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のお話でもあるので、やってみようかと思いました。

1 年間で 14 回実施して、マネプロを始める前は、こうした対話を通した学び合いは時間

がかかる割に成果が乏しいのではないかという懸念がありましたが、最大の気付きは、そ

れぞれがそれぞれの気付きから学ぼうとする環境が醸成されることは、実践を発展させる

大きな力になるということです。実際、マネプロを始めてから見られたのは、「教職員の学

び」について考えることへの関心の高まりであり、職員間の関係性の深まりであり、文献

を読み、視察に行き、そこここで気付きや考えを話し合って、それらからの気付きを NITS

の研修に生かすのみならず NITS 外の研修担当者とも共有していこうとする姿です。NITS

が組織として研修観の転換に向かっていく上で、マネプロは中心的な役割を果たしたと考

えています。

コミュニティ形成について、私の中で違うイメージが生まれてきたわけです。それは何

かというと、薪をくべるというイメージです。それぞれの中で、あるいは組織の中でくす

ぶっている問題意識、いいものをつくりたいという思いがあると思います。とりわけ教職

員研修の観点でいうと、教職員研修の担当の指導主事が、「今の研修のやり方では良くない

と思っているが、何をどう考え、どこから手を付ければいいか分からない。悩みを共有し、

話し合おうにも、そのための言葉が見当たらない」、そんな声を多く聞いてきました。

 そこに薪をくべていく。例えば問い掛けをする。研修担当者の間の対話の場をつくる。

何らかの仮説を提案する。あるいは、内部だと対立的になってしまうので、違うタイプの

他者との出会いをセッティングする。そういう中で、実践しながら問い続けるようなコミ

ュニティがだんだん膨らんでいく、そういったことが大事なのではないかと強く思うよう

になりました。

通知・予算・事例を出すとか、critical friend として問い掛けをするといった話は、今の中

に手法として全部包含されているのです。だから全部大事だと思っているのですが、一方

で、一番に意識して想像し続けているのは、伝えるべき指針は何かということではなくて、

コミュニティやコミュニティメンバーの状況であり、組織として試行錯誤が行われている

かであって、コミュニティが発展しているかということです。

 例えば、研修では情報を伝え切ろうとしがちですが、コミュニティが醸成されつつある

様子であれば、その見取りを基に問を変えたり、それ以上の情報提供をやめたり、その場

で変更をしていくわけです。薪が主役になってはいけないし、なる必要もないのです。荒

瀬理事長は「気を入れて、心を込めて、力は抜いて」とよく言います。力を抜いてやって

いくことがすごく大事だということを教わった気がします。

5.学び合いのコミュニティ醸成に向けて

改めて、教職員研修のナショナルセンターとして、対話と内省を軸とする発想に立った

研修の在り方をどのように全国に広げればいいか。すぐに思い付くのは、伝達・共有とい

う方法でしょう。しかし、この方法は定まった正解があることを前提とした研修の仕方に

似ています。NITS が正解を持っていて、それを教育センターに伝える。教育センターは、

その正解を学校に伝える。そういった在り方に慣れた教師は、子どもに正解を伝える。そ

ういう相似形になっていくと思います。

私たちが考えたのは、教育を技術的課題にとどまらない探究課題と捉え、参加者それぞ
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れの気付きが深まっていくような場をつくることだったはずです。であれば、全国ととも

により良い教職員研修の在り方を目指すときに必要なのも、正解ありきのアプローチでは

なくて、より良い教職員研修の在り方について、それぞれの研修担当者の気付きが深まる

場を醸成するアプローチではないか。さらには、より良い研修の在り方について気付きを

深め合い、試行錯誤するコミュニティが多様な形で発展することを、薪をくべながら後押

しをするアプローチではないかと思いました。

そして、実は私たちが考えるに至った研修の在り方も一つの仮説に過ぎず、NITS 自身も

この試行錯誤し続けようとするコミュニティの一つではないかと思ったのです。こうした

発想を基にすると、こういった図が思い浮かびます。つまり、NITS、教職大学院、教育セ

ンター、学校といったさまざまなコミュニティが、相互に結び付きながらやっていく、そ

んなイメージです。私の中で、啓蒙的でいたい自分の方が強いタイミングだったけれども、

少し協働性を好む自分の方に寄ってきながら進めてきたかなと思っています。

 そういった葛藤の上に、研修担当者間の学び合いのコミュニティが各地域で醸成してい

くことを後押しする取り組みを進めることとしました。つまり、学び合いのコミュニティ

の醸成を通じて、新たな発想に立った研修の在り方を全国に広げようと思ったわけです。

本事業について、NITS のホームページでは以下のように記載しています。研修観の転換

は、教職員研修に携わっている担当者の学びの「観」が広がったり変わったりする営みで

あり、研修担当者がこれまでと異なる研修の在り方に取り組み、その経験から得た気付き

を互いに学び合う中で徐々に醸成されていくものだと考えています。機構においては、研

修観の転換に向けて学び合うコミュニティが、各地の組織の中で形成され、つながってい

くことで、各地域における教職員研修が持続的に深まっていくことを目指しています。

この目的に向け、令和 6 年 12 月に、全国 7 地域に各地域の「学び合いのコミュニティ」

の展開を支援する NITS フェロー等の委嘱を行いました。18 名に委嘱して、研修について

考え合っていくということを進めています。一緒に歩んでもらえる人になっていただきた

かったので、フェローの委嘱は丁寧に行わせてもらいました。令和 6 年度の春に募集をか

け、約 30 分間のオンライン面接を第一次選考として行い、合格者には NITS 職員を参加者

とした 20 分間の対面研修を試行的に行ってもらいました。委嘱手続が終わったのは令和 6

年の冬で、ちょうど 1 年前の 12 月 16 日に NITS の職員とフェローが集うミーティングを

行っています。

その際、とりわけ NITS 職員との間で共有したことがあります。それは、この取り組み

を NITS はフェローとともに進めていくということでした。フェローを使って進めるので

はなく、フェローにお願いして進めるわけでもない。誰かにお願いしたり、誰かを使って

取り組みを進めるのは、一見効率がよさそうに見えるものです。実際、文科省にいるとす

ぐ教育委員会を使ってどうしようみたいな発想になりがちです。もしかすると、文科省に

限らず、行政関係者や組織の上位にいる人はその発想になる傾向が強めかもしれません。

それは、お願いした以上は基本あちらの責任で、うまくやってもらいたいし、こちらは汗

をなるべくかかないで済むようにしたいという発想です。そのマインドは、口に出さなく

ても実施段階で滲み出していきます。NITS 職員の間でも、フェローの委嘱の過程で「これ

からはフェローを使って地域展開をするんですよね」という言い方をする職員が少なくな

かったと記憶しています。
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もちろん分業で進む業務もたくさんあると思います。ただ、研修観の転換に向けて、あ

るいは学びの転換に向けて問い続けるコミュニティを NITS 自身もコミュニティの一員と

なりながら醸成していきたいというのであれば、分業の発想ではないのではないかと思っ

たわけです。フェローに外部委託するのではなく、NITS 職員と各地域に 2 名ずついるフェ

ローとの間で対話をして、互いの感覚を重ね合わせる時間をたくさん取って、情報ととも

に感情も共有しながら NITS 職員とフェローとでコミュニティを醸成していく。そして、

その感覚を礎にして、各地域で教職員研修に携わられている方々との間で学び合うコミュ

ニティを醸成したり、各地域のコミュニティの醸成を後押ししていく、そういうことでは

ないかと思ったのです。

こういった発想の下で、NITS では現在、島谷審議役の下、研修観の転換に向けて学び合

うコミュニティの醸成に向け、フェローとともに各地域で年間数回、研修担当者や教育行

政リーダーが集う場をつくっています。6 月 19 日にはマネプロ東海北陸版、9 月 1 日には

マネプロ九州版、9 月 11 日にはマネプロ関東甲信越行われています。

6.おわりに

最後に一言だけ。コミュニティは常に開放性と閉鎖性のせめぎ合いの中にあります。新

しい人やアイデアを受け入れて広がろうとしていく開放性と、既存メンバーの安心感や一

体感を守ろうとする中で生まれる閉鎖性の両方があると思います。開放性が強過ぎればま

とまりがなく散漫になり、閉鎖性が強すぎれば内輪化して外の人が入りにくくなります。

開放性と閉鎖性のせめぎ合いのバランスを丁寧に取り続けることで、恐らくコミュニティ

は生き生きとした、かつ親しみやすいものとして持続可能性を持つのだと思っています。

 そこをどのように試行錯誤してくか。互いに、ともに進めていくということを大事にし

ながら、今後も問い続け、学び続けるコミュニティの在り方を探究することが大切なので

はないかと思っています。ありがとうございました。

（司会） 佐野先生、ありがとうございました。学習観の転換と研修観の転換が一対であ

る、一つであるというお話から、研修観の転換に向けたコミュニティの形成というお話が

あり、その中で対話と内省、PLC の形成、探究的な研修デザイン、マネプロ、学び合いの

コミュニティ、そして最後に開放性と閉鎖性と、キーワードがたくさんあったかと思いま

す。ぜひ皆さん、この後のパネルディスカッションの薪にしていただきたいなと思います。

 会場の皆さま、そしてオンラインでご視聴の皆さま、いま一度大きな拍手をお願いいた

します。改めて佐野先生、ありがとうございました。
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パネルディスカッション「教職大学院と新たな要請・研修のあり方を考える」 

パネリスト： 

吉田 美穂（弘前大学教職大学院教授・NITS 弘前大学センター長） 

町支 大祐（帝京大学教職大学院准教授） 

鎌田 勉（秋田県総合教育センター指導主事） 

コメンテーター：

島谷 千春（教職員支援機構審議役） 

佐藤 修司（秋田大学教職大学院教授） 

コーディネーター：

和田 渉（秋田大学教職大学院教授） 

趣旨説明 

（和田） ただ今より、パネルディスカッションを始めます。まず、パネリストの方々を

ご紹介します。弘前大学教職員大学院教授、NITS 弘前大学センター長の吉田美穂先生、帝

京大学教職大学院准教授の町支大祐先生、秋田県総合教育センター指導主事の鎌田勉先生

です。次に、コメンテーターの方々をご紹介します。独立行政法人教職員支援機構審議役

の島谷千春先生、本学の教職大学院教授、教職実践専攻長の佐藤修司です。なお、後半で

は先ほどの講演者の佐野先生にも加わっていただきます。コーディネーターは、私、和田

が務めます。よろしくお願いいたします。なお、登壇者のプロフィールの詳細につきまし

ては資料に掲載しておりますので、そちらをご覧ください。

発表の前に、パネルディスカッションの趣旨について簡単にお話をさせていただきます。

令和 3 年 11 月 15 日の中教審の審議まとめの「おわりに」の中で、教職大学院における学

びなど、大学教員や同級生とディスカッションしながら、課題を探究していく機会の確保

が構想されなければならないとされており、主体的・対話的で深い学びを実現することは、

児童生徒のみならず教師の学びにも求められている命題となっています。そこで今回のパ

ネルディスカッションでは、学習観・指導観の転換および学校課題の多様化・複雑化を踏

まえ、教職大学院で育成すべき実践力について考えたいと思います。併せて、探究的・研

究的に取り組むことのできる資質や能力を身につける学びについても考えていきたいと思

います。

 質疑応答は、発表が全て終わってから会場内の方々から頂きたいと思いますので、その

際にはどうぞよろしくお願いいたします。なお、お断りですが、オンライン参加者のチャ

ットにつきましては、当初受付としておりましたが、時間の制約の関係で、誠に申し訳ご

ざいませんが、会場内の参加者の方に限られていただきたいと思いますので、どうぞご了

承ください。

それでは、最初に吉田先生からご発表をお願いいたします。

「教師のエンパワメントを可能にする研修の在り方」 

（吉田） 本日は、このような場で皆さまとお話をさせていただく機会を頂きましたこと、
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本当にありがとうございます。NITS 弘前大学センターの吉田美穂と申します。私からは、

「教師のエンパワメントを可能にする研修の在り方」ということでお話をさせていただき

たいと思います。「主体的・対話的で探究的で深い専門職としての学び」というと、すごく

肩に力が入るのですが、大切なことは、厳しい環境に置かれている教員が自ら生き生きと

学べる環境をどうやってつくるのか、そういう場をどうやって準備して、そこにどんな働

き掛けがあるといいのかということを考えたいと思っています。

1.NITS 弘前大学センター概要

最初に、NITS 弘前大学センターの概要を軽くお話しさせていただきたいと思います。弘

前大学の教職大学院はかなり後発組で、2017 年に設置されています。当初から先人の教職

大学院はたくさんあったので、そこに学ばせていただきながら、開設と同時に、私たちは

院生の教育だけではない、現職教員の研修拠点になるのだという思いで、現職教員研修プ

ログラムの開発に力を入れてきました。

さまざまな経緯があるのですが、一つ新しい段階に踏み出したと言えるのが、2021 年度

の充実期研修講座の開始です。充実期研修講座というのは、その開発段階から県教育委員

会と本格的に協働して、内容や方法においても中核市教育委員会や県内のさまざまな公私

の校長会などからもお話を聞いて作り上げていったものです。内容も方法も研修観の転換

という今日のテーマに端的につながるような内容の研修になっているので、今日は主にこ

このことをお話しさせていただきたいなと思っています。その延長上に、昨年度から NITS

弘前大学センターとしてやらせていただける形になって、ますます現職教員の研究拠点と

してやっていきたいということで今取り組んでおります。

県教育委員会との連携が深いというところの仕組みに少しだけ触れさせていただきます

と、どの教職大学院も都道府県教育委員会と年に 1 回か 2 回の協議会という枠組みは必ず

持っていらっしゃることと思います。その大きな枠組みの中に、弘前大学の特徴として、

専門委員会という形でミドルリーダー養成プログラム開発専門委員会というのを置いて、

ここで県教育委員会の指導主事と教職大学院の教員が年に 6～8 回、ですから常設のよう

な感じで、平場で研修では何が大切なのかというようなことを話しながら、研修の中身を

報告し合ったり、改善について話し合ったり、他所の研修の情報を収集したりしながら、

常に一緒に考える仕組みを持っているところが、大きなポイントかと思っています。

その拡大版として年に 1 回、青森県の中核市である青森市と八戸市の教育委員会、そし

て学校現場に本当に近いところの視点ということで各講師の校長会の方々にご参加いただ

いて、協議会を行っております。まさに来週 18 日木曜日に開催する予定なのですが、テー

マは「研修観の転換」です。現教育委員会はそれを意識して何をしているのか、八戸市教

育委員会はどんなことを取り組んでいるのか、青森市教育委員会は何をしているのかとい

うことで、それぞれの教育委員会からの発表を経てみんなで協議をしていこうという場を

来週青森県内で持つことにしております。

 そういう中で、さまざまな研修を展開していますが、センターの主催研修としては、主

に六つです。教師学び工房のグロウアップ講座およびアドバンス講座は、それぞれ学習指

導を中心としたもの、生徒指導を中心としたもので展開をしていて、充実期研修講座がそ

の上のレベルにあるのですが、これは青森県の育成指標の一番上の段階です。充実期にな
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っていく教員、これからミドルリーダーとして職場で力を発揮していってもらいたい人た

ちを対象とした研修として、充実期研修講座をやっています。この三つは、いずれも複数

日で集合研修があるのですが、間で現場で実践していただく、あるいは調査をしていただ

く内容を必ず組み込んでいまして、そういう意味でインターバル型の現場の実践との往還

を含んだ内容で、集合した際にも演習や協議が非常に多く行われる対話的なプログラムに

なっています。

 「インクルーシブな学びの場を考えるセミナー」は、学校や教育委員会関係者だけでは

なく、広く地域の方々にも開かれたプログラムとして実施しています。後でも触れますが、

教員の研修においてとても大切なのが参加者の多様性です。インクルーシブセミナーは、

地域の方々、学生、そして子ども自身にも参加してもらいながら、一緒に考える場を作っ

ていっています。専門職の養成では当然専門職の内部で行う研修もとても大切ですが、同

時に開かれた専門職であるためには、地域や保護者、あるいは当事者である子どもととも

に考える場も持つべきだと考えています。昨年のインクルーシブセミナーでは、定時制高

校に通う発達障害を持った高校生自身が登壇してくれて、中学校までの学びの場で経験し

てきたこと、つらかったこと、先生たちにどんな授業をしてもらいたいと思っているか、

そんなことを語ってくれたりして、みんなで本当に考えていく場を作ることができたなと

思っています。

 公開セミナーは、特に青森は冬は雪の中にあるので、オンラインで学びを継続できるも

のとして、冬に完全オンラインで実施をしている研修になります。

そして指導主事研修会は、これからの教育の在り方、それを支える研修の在り方を、教

育行政の皆さまとともに考える場として実施しており、昨年は NITS 審議役の島谷さんに

もご登壇いただいて、みんなでいろいろなことを考えることができたと思っています。こ

のような主催研修を展開しております。

2.充実期研修講座

その中で、今日は充実期研修講座について特にお話しさせていただきたいと思います。

この講座は、毎年度 20～28 人、校長先生に推薦を得た方に参加していただいています。内

容は、参加された先生方各自が勤務校の課題を見つめ、その方が追い掛けたい、これを改

善したい、こんな取り組みをしたらいいのではないかということを考えて、アクションプ

ランを策定し、それを実践し、そのプロセスを共有して一緒に考えていくという探究型の

研修になっています。必然的にインターバル型の研修になっています。

忙しい世代の先生方に参加していただくために、オンラインやオンデマンドを多く取り

入れた展開で、集合研修は 4～11 月の間にわずか 2 回だけ、あとは全部オンライン・オン

デマンドの展開になっています。参加者は、小・中・高校・特支の先生方で、校種混合で

やっています。

 ここまで、探究的な研修です、インターバル型の研修です、オンライン・オンデマンド・

対面のベストミックスですと言うと、NITS 研修そのままではないかという感じなのです

が、本当に正直に言いますと、NITS の方を向いて作っていませんでした。私は、教職大学

院の区分では研究者教員なのですが、元々長く高校教員として働いていまして、率直に言

うと受け身の研修は大嫌いな人でした。でも、学校の中で常に考えて、もっとこんなこと
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をやったらいいのではないか、こんなことをやってみたいなと考えている人間だったので、

そういうことを後押ししてくれて一緒に考えてくれる研修がいいのではないか。その人が

その人自身として動いて学べる研修、その方が絶対楽しいし、意味もある。しかし、組織

の中で何かをするというのは、これは現職で働いている先生方だったら本当に実感すると

思いますが、やはり難しいことがたくさんあります。人間関係で引っ掛かってしまったり、

うまく調整ができなくてトラブルになったり、そんなことがたくさん想定されます。それ

を横からアシストしてくれて、コンサルテーションしてくれて、支えてくれる存在がいた

ら、どんなに心強いだろうかということを考えていたらこんな形になったのです。別に私

一人でやっているのではなく、教職大学院の教員みんなで、ああでもない、こうでもない

と言って作ってきた研修になります。

展開としては次のようになっています。4 月に始まって、最初はガイダンスと最新の教

育事情や学び続ける教員というところを、動画で講義を配信させていただいて、その後、

5 月、6 月に顔合わせした後、NITS の校内研修シリーズから組織マネジメントの動画を見

て、それを基に各自がワークをやった上でオンラインで会ってみんなで協議をするという

のを 2 回やっていきます。そして、その過程で自分が何をしたいかというアクションプラ

ンを考えてきて、7 月の集合研修で対面であったときに、私はこんなアクションプラン、

うちの学校はこういう状況があって私はこんなアクションプランをやってみたいのですが、

どうでしょうかということで協議をします。この対面のときにも講義も少し組み込んでは

いますが、かなり長い時間を協議の時間に充てています。

 そして、夏には昨年度の参加者の人たちに「私はこんなふうにアクションプランをやっ

たよ」というようなことをお話しいただく、実践事例を基にしたコンサルテーションの場

をつくり、9～10 月はアクションプランをやっていく中でコンサルテーションをオンライ

ンで受けながら取り組んでいきます。11 月に対面で再び集まって共有して話し合って、そ

れを通して何を得たかを考えて終わるという流れになっています。

アクションプランには本当にいろいろなものがあります。例えば「若手や単級を初めて

経験する人が安心して働ける環境づくり」、単級というのは学年で 1 学級しかないという

ことです。人口減少県である青森では、そういうことがあるわけです。普通、学年で相談

して何かやろうとなるところ、自分一人でやらなければいけないという学校に初めて行っ

てた人がどうすればいいのかという、まさに現場密着のテーマです。

 高校では、「国公立大学進学支援アクションプラン―進学を目指す生徒の孤立を解消す

る農業高校における組織的指導体制の構築」というのがあります。進学校から農業高校に

転勤になり、農業高校にも本当は進学を考えている子がいるけれど、そういう子たちが孤

立していて支えられていないということに気づいた先生が、実業系の高校で進学指導体制

をどうしていったらいいかという実践を、自分ができることと学校の状況の応答の中から

考えていくようなアクションプランです。

また、校内研究部を担当している立場から、本当に先生たちが楽しく、自分自身のもの

として研修してもらうにはどうすればよいかを考えて、100 人いる学校で小グループ制を

取った校内研修システムを作り上げていくということをやっている方もいました。

本当にさまざまにそれぞれがやりたいテーマでやっていくのですが、実は 2 日目は午前

中 150 分丸々、自分のやってきたことをグループで協議する時間にしています。次第を確
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認した時点では、「えっ、150 分も話すのですか」となるのですが、150 分では全然足りな

いのです。4 人グループなので 1 人 30 分ずつ、発表してみんなからコメントもらったり質

疑応答をして深めていくのですが、「もう時間ない？ 次行こう」という感じです。それを

4 人やって、最後 30 分で、各グループから 1 人全体に発表する人を決める話し合いと、そ

の発表をみんなでするための準備をしたら、もうお昼も食べられないぐらいの状況が生ま

れたりしていました。

このチームも全部校種混合でやっていて、そこでの学びもすごいたくさんあったようで、

スライドの下の写真では、奥の人が「え？」という顔で目を見開いています。これは、手

前が高校の先生、奥が特支の先生なのです。学校というのはそんなふうになっているので

すね、高校というのはそうなのですね、ではその中で先生はどうされているのですかみた

いな。それはやはり、それぞれ違う学校組織、現場の状況がある中で、驚きを感じたり共

感を感じたりしながら、自分の職場を相対化し、俯瞰的に見る機会にもなっていると思い

ます。校種が違うのにすごくみんな盛り上がって、そこから学ぶことがたくさんあるとい

う感じで研修をしてくださっています。

最後に各グループから 1 人を選んで発表するのですが、ただ発表するのではなく、発表

することになった実践者以外の 3 人は、この人の実践の何がどう素晴らしいのか、ここを

聞いてほしいということ、つまり推しポイントを話して、その後で実践者が発表するとい

う流れになっています。

 その後は、今度はチームを変えて、同じ校種の人たちで集めて、ミドルリーダーとして

学校を動かすときに大切なことという、この研修を通して考えたことをみんなで出し合っ

て、それをまとめています。これもすごく盛り上がって、彼らが作って発表したのが右側

の写真なのですけれども、このハートマークに気持ちが表れている感じがします（スライ

ド 10）。このとき作った成果物で面白かったのは、このチームに限らず「人間性」というこ

とを入れた人たちが多かったのです。研修というのは生き物だなといつも思うのですが、

去年まではあまりこれが前面に出ていなかった。今年、この参加者の中で実践を語る中で、

この人は現場でこんなふうに同僚を見て、こんなふうに語りかけて、こんなふうに同僚の

力を引き出して一緒にやっているのだということをすごく感じさせる参加者が何人かいて、

そこからきっとお互いに学び合っている。そういうところから人間性という言葉がきっと

出てきたのだろうなと思っていました。ここは対面の研修でなければならない部分だとす

ごく感じました。

3.充実期研修を通した学び

充実期研修を通して感じた自己の変化を、最後、省察として書いてくださっています。

本当にミドルリーダーとして学校課題を考えられるようになった、先を見据えて周囲の同

僚や生徒と関われるようになったというような声もあります。ただ、何でもやればいいと

いうのではなくて、その実践が持続可能なものにするためにはどうしたらいいかを考えた

とか。それから、とても多かったのは、自分も挑戦できる、提案していい、実際に足を踏

み出してみて、踏み出す勇気と入念な準備と誠意を込めて取り組めばできるのだという実

感を得たというような声がとても多くありました。

そして、校種の違いから学び合えるという声もありましたし、やってみてやりがいを感
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じる、あるいは自分自身のコミュニケーションも今までと変わってきていて、自分の抱え

る困り感や思いを積極的に伝えていいのだ、そうすることによって、むしろ協働する力を

引き出せたりすることもあるのだとか、自分はコミュニケーションが苦手だったけども研

修を通じてその苦手感が薄れたと書いてくださった方もいらっしゃいました。

そして、これからの 5 年間で取り組んでいきたいことをいろいろ挙げていただいていま

すが、本当に新たな課題が出てきたら率先して提案して改善につなげたいといった王道の

声もあれば、組織の中で声を上げにくい立場の先生に寄り添って、校内の人間関係を良く

していく中でより良い実践につなげていきたいという人もいて、本当にさまざまでした。

自分はどうなのかということを考えている、答えがある研修ではなくて自分のための研修

なので、見出しているものもそれぞれ違うのだと思います。

 中には、この先多忙感を覚えることはあるだろうけれども、この研修で学んだ姿勢を忘

れないで、ここで出会った先生たちの顔を思い出しながら頑張りたいと書いてくれた人も

いて、学び合いのコミュニティがここに生まれているという感触を得ました。私自身も 4

月から 11 月までずっと画面も含めて付き合ってきているので、コンサルテーションを通

して伴走してきたのだなという思いを強く感じるラストになったと思っています。

 これだと感動物語になってしまうので、一応ちゃんとデータでもいろいろ確認をしてい

ます。研修の事前と事後で、仕事への意識を聞いています。主にミドルリーダーに関わる

項目を挙げて、それを対応のある t 検定で分析をしています。例えば「私は、多の教員へ

の助言・支援等の指導的な役割に関して、どのように取り組めばよいかイメージを持って

いる」「私は、校務分掌等の組織運営における中心的な役割を果たすことができている」「仕

事の見通しや計画を立てるのが楽しい」といった項目は、いずれも非常に点数が大きく伸

びて、効果量も大きくなっています。一方で、「私は、他の教員への助言・支援等の指導的

役割を担うことに対して漠然とした不安がある」「仕事に追われて押しつぶされそうな気

持になる」といった項目ははっきり数字が下がっています。こういうデータと一人一人の

先生のお声や言葉を思い浮かべながら、効果的な研修の在り方を常に検証しています。

4.教師をエンパワメントする研修に必要なこと

最後にまとめというか、今後の協議への投げ掛けとなる部分かと思いますが、教師をエ

ンパワメントする研修に必要なことは何だろうかということを、この充実期研修を経て幾

つか挙げてみたいと思います。

一つは、専門職であることを前提に何を語っても大丈夫と思える仲間と空間があること。

そして、仲間の中にも多様性があること。勤務校や自らの実践を俯瞰し相対化するための

さまざまなレンズを提供するということ。やはりいろいろな講義を入れています。最新の

教育動向、ラーニング・コンパス、生徒指導提要の改訂、子どもの貧困、ヤングケアラー、

インクルーシブ教育のマネジメント、次期学習指導要領の論点なども入れていますし、教

育学系のいろいろな理論的な話も所々にポイントで入れていっています。そういうものが、

自分の状況を考えるときのレンズになるのではないかなと思っているのです。そのための

レンズとして講義を入れるというイメージでいます。

それから、何といっても実際に勤務校で動いてみること、それを支える羅針盤。羅針盤

というのは講義もそうなのですが、実はいろいろなワークシートが役に立っていると感じ
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ています。そして、伴走し支えるコンサルテーション。これが教職大学院の教員ができる

とても大切な部分ではないかと思っています。

 以上、少し延びてしまいましたが、教師をエンパワメントする研修について、充実期研

修講座を通して考えたことをお話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございまし

た。

（和田） 吉田先生、どうもありがとうございました。それでは、次に町支先生、お願い

いたします。

「『観』を問い直すリフレクションおよび教員研修・管理職研修」 

1.はじめに

（町支） 帝京大学の町支大祐と申します。佐野さんのお話にもあった NITS フェローと

フェローコーディネーターもしております。私からは、「『観』を問い直すリフレクション」

という帝京大学の教職大学院でやっている実践と、それに関連して教員研修と管理職研修

のお話をさせていただきたいと思います。

今日のお題として、大学院での実践と自分が関わっている教員研修や管理職研修の話を

してくださいということだったので、1 番目に研修観の転換が言われているときに、教職

大学院は何をするのかということを考えるための事例をお話ししたいと思います。最初の

方でもありましたが、先進事例とは特に思っていなくて、似たような実践をされていると

ころもあるかと思うのですが、うちの場合はこうですよというお話をさせていただければ

と思っています。完成形だとは全然思っていなくて、僕自身も担当として、自分で探究し

ていると言っていいのか分かりませんが、迷いながら毎年変えながらやっている現在の時

点で話せることというイメージでお話しできればと思っています。

2.「研修観の転換」の時代に教職大学院は何をするのか（実践事例）

まず、大学院の紹介です。帝京大学の教職大学院は 2009 年創設で 17 年目です。定員 30

名で、他の教職大学院に比べると小さい方だと思います。多摩センター駅の近くにソラテ

ィオスクエアという二十何階建てのビルが建っていまして、そこの 13 階のフロアが教職

大学院になっていて、ここでやっている「教育実践リフレクション」という教科について

紹介したいと思います。科目名は「教育実践リフレクション」ですが、2020 年から「“観”

を問い直すリフレクション」と運営側では標榜してやっています。

 ちなみに、先ほど吉田先生のお話の中にもありましたが、「研修観の転換」という言葉と

「観を問い直す」というのは近いのですけれども、研修観の転換というワードが出てきて

それのためにやっているのではなくて、元々「観を問い直す」ということをずっとやって

きました。

リフレクションに関してはさまざまな大学院でやられていると思うのですが、ざっくり

言うと、現場や実習での経験を振り返って他者からのコメント等を受けて、自らの行動の

良し悪しを考え、そこから学びを得るということが全体的には行われていると思うのです

が、現実問題としてリフレクションしてもあまり変わらないなというか、リフレクション
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した場では「こうした方がいいのではないか」「では、次はそうします」みたいなことが出

ても、例えばストレートマスターの方で言うと、子供に対して受け止めることが難しく、

説得的に関わってしまうとか、現職院生で言うと、特定のタイプの同僚といつもぶつかっ

てしまう、あるいは管理職とある話題でいつもぶつかってしまう。あるいは、僕自身がい

つもやってしまうのは、組織的に物事を進めたいと思っても、抱え込んでしまう。リフレ

クションしてもしても自分は変われないなといつも思っています。現実的にはそういうこ

とが結構起きている気がして、今日ここで特に話題にしたいのは現職院生の場合です。

 例えば授業といえばこういうものだとか組織ではこれが大事なのだとか、こういうとき

はこうするものだ、こうすれば大体うまくいく的な自論、悪く言えば思い込みが、ある程

度の経験や力が身についてくれば強固にあるというのが現職院生だと思っています。これ

はもちろん悪いことではありませんが、ここを揺るがさないと新しい何かが入っていった

り、変化や成長が生じにくいということを、その当時の僕は思って、何を揺るがすことを

目指すべきかということを考えていきました。

 感じ方や考え方、信念や思想、無意識なものも含めた、外からは目に見えないけれども

教師の振る舞いに影響する、その人自身の内部にあるもの、これをひっくるめて「観」と

うちの教職大学院では言っています。これが NITS で言っている「観」と同じかどうかは

分かりませんが、例えば前提と言われるものや、教師の見え（・聞こえ）。例えば今、ここ

にいる 100 人ぐらい方を見て、僕が見て目がつくところと吉田先生が見て目につくところ

は多分違う。あるいは、教師の実践上の哲学とか理論など、いろいろ言われているもの全

部をひっくるめて、雑と言えば雑なのですが、とにかく教師に影響するものを「観」と呼

んで、それを「観の氷山モデル」と表しています。氷山の上にある行動や言葉は目に見え

るのだけれども、それより深いところにあって見えないのだけれども教師の振る舞いに影

響を与えているもの全体をざっくり「観」と呼んでいて、ここを問い直したい、そんなリ

フレクションにしたいのだと考えています。例えば考え方、感じ方、価値観の中に教師観

や学校観、人間観、感受性、そして一番底には「その人らしさ」というのがあると思うの

ですが、とにかく教師の行動に影響する「観」を問い直したいと思っていました。

 では、どのように問い直すのか。まず授業全体の仕組みを説明すると、うちの教職大学

院の全ての院生と、ほぼ全ての教員が参加していて、教員と現職院生と学部卒院生が混合

で 5～6 人の班を作って、班で対話していく。固定した班で多くの取り組みをやるのです

が、ずっと対話していくという授業です。当初はよくリフレクションで言われる ALACT モ

デルを使っていました。ALACT モデルとは、まず行為があって、リフレクションの場合に

扱うのは、学部卒院生では実習での経験、現職院生では過去の勤務での経験を振り返って、

本質的な調和への気づきというところにいくときに、八つの問いを使ってその状況を振り

返り、行為の選択肢の拡大に行く。当初はできるだけこれに沿う形でやっていたのですが、

どうしても、この八つの問いを埋めていくことや、このプロセスを進めていくことに意識

が行ってしまう部分があって、ここから離れようと。今、離れられたのか、離れられてい

ないのか、自分でも分からないところもあるのですが、ここから離れてやっていこうとな

ったのです。

 今から話すのは、現状こうなったらいいなとか、こういうふうに進むことを期待しては

いるのだけれども、必ずしも全体がそうなっているわけではなくて、班ごとにやっている
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ので、そのように進んでいるところもあれば、そうなるように時々問い掛けたりしてはい

るのだけれども、必ずしもそうなっているとも限らないという曖昧な状況です。

ただ、どのように進むのかということを説明すると、まず話題提供者、班の 1 人が過去

の勤務や実習で感情が動いた瞬間、ポジでもネガでもいいのですけれども、その出来事を

語ります。それに対して、聞いていた班のメンバーが、その話を聞いて感じたことや生じ

た問いを共有してそれを基に語り合います。例えば同僚とぶつかったという話があれば、

例えば周りの人が「そんなふうになるのだね」という驚きを表明したり、「自分はそんなふ

うに言えないからすごいな」と、本当にシンプルなところから始まって、だんだんそのと

き同僚の先生はどう感じているのだろうなとか、それに対してなぜそういうふうに思って

いると思ったのかみたいなことをお互いに問うたりしていきます。

そんなふうに自由に話していく時間があって。ALACT モデルもそうですが、ではどうす

ればよかったかという方には行かないのです。それはしない。最終的にそうなったら、そ

ういう話が出たらいいねとは思うのだけれども、どうしたらよかったかを考えるところに

すぐ行くのはやめましょうと、これは明確に言っています。

 どう行くかというと、ここで目線を変えて、それまでの対話を基に、その出来事に対す

る捉えや感じ方が自分と他者で、つまり班のメンバー間で、どう異なっているのかを考え

るのです。出来事そのものから目線を外して、むしろその場に目線を移して、あの人はこ

の話を聞いてこう感じた、でも私はこう感じたという違いに目を向けるということです。

 その違いからだんだん掘り下げていきます。感じたことや考えたことの違いから、自分

の感じ方、考え方の特徴を考えていく。班の中のあの人はああ考えたけれども、私はこう

述べた。なぜ私はそこに関心が向かうのか。例えば、同僚とぶつかってすぐ仲直りできた

というエピソードがあったとして、周りの人は「すごいね」「そんなふうに切り替えられる

のだ」と言ったけれども、自分は「そう言っているけれど、あの人の中に怒りはまだ残っ

ているのではないか」と見えたとしたら、なぜ自分はそういうふうに目が行くのかという

ことを静かに考えたり、なぜ自分がそう思うのか分からないということを吐露したり。そ

ういうことを考える中で、自分の生い立ちの話とかも出てきたりします。実は中学校のと

きに部活のキャプテンをしていたのだけれども、こんな経験があって、あのときからかも

しれないなとか、そういうことも含めて出てくるような対話をして、根っこにどんな「観」

があるのかということを考えるということです。

 最終的に生じてほしい気づきとしては、自分が無意識に持っていた考え方の癖、こうい

うところにいつも目が行ってしまうとか、子どものことをこう捉えがちなのだ、こういう

子ども観を持っているのだということに気づいていく。「自分はいつもこんなことをして

いたな」みたいな、「こうすればいいのですよね」という感じではなく、そういう深い気づ

きがあることを目指しています。自分がいつもやりがちなことに気づいたら、そこから離

れる形でこれからを考えるならどうだろうみたいなことを考えていくという感じです。

3.教員研修、管理職研修の実践事例

教員研修や管理職研修も基本的には、探究型もやっているのですが、自分の内面に矢印

を向けるということで言うと、校内研修でよくあるパターンは、授業デザインを検討して

いるときに「発問 A かな、B かな」と考えて、発問 B で行こうと。実際に授業のときも B
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を問うたのだけれども、やってみていまいちだったときに、振り返りで何を考えるかとい

うと、まずはもちろん子どもの様子がどうだったかを考えるのが大事なのですが、ありが

ちなのは、B が駄目だったから A がよかったのではないかとか、B はこうだから駄目なの

だということを考えてしまう。これは結果論というのはよく言われることですが、では違

うところというと、やはりデザインしたときや授業をしているときにこのタイミングで A

を選べる自分になるにはどうすればいいかです。やはり自分だと思うのです。A を選べる

自分になる。もちろん子どもから考えるのだけれども、そのときにＡを選べる自分になる

にはどうするのかをみんなで一緒に考える。

 そのときには、授業場面について八つの問いをするのはあると思うのですが、そうでは

なくて、デザインしたときに自分がこの教材を見せたときにどういう反応をすると想定し

ていたか。そこに癖があるのではないか。自分の子どもに対する想定の仕方にどんな癖が

あって、デザイン場面の自分を振り返る。そこから自分の授業観とか子ども観を考える。

 管理職研修ではメソッドをやっていて、ケースメソッドは状況をストーリーで書いてい

って、例えば期待して学年主任に据えたミドルが若手にきつく当たっている。若手も確か

に実力不足だけれども、ミドルは若手の良さを生かそうとせず、自分の思うどおりにさせ

ようとしているという 3 ページぐらいのストーリーを読んで、あなたがこの学校の校長だ

ったら誰にどういうふうに関わりますかというお題で考えていきます。

 それに対して、こう考えることが大事ですよと返すのではなくて、やってみて、同じケ

ースに取り組んだのに、自分はこうがいいと思った、他の人はこうがいいと思った。そこ

でさっきの違いの形になるわけです。違いから自分の考え方の特徴に目を向けて、なぜそ

ういう考え方をするのだろうか。つまり氷山の下の方に向かっていって、人材観や組織観

を考えるというような感じです。同じものを見ているのに違う考えになるという方が、違

いにエッジが立つというか、そこに違いが出るのは考えている人の影響だと思うので、そ

こに目を向けていくということです。

4.研修観の転換＝大人の学習観の転換

研修観の転換というのは大人の学習観がどう変わるかということだと思います。つまり、

学ぶことのイメージをどう揺るがしていくのかということで言うと、一つはもちろん学ぶ

ことそのものについて直接考えることでもあるのですが、もう一つは、多様な学び方を体

験することで学びの在り方のイメージを揺るがすということです。

 多様な学び方の一例としては、矢印の向け方の違いです。例えば理論とかを獲得して知

っていくという学びもあれば、自分の行動あるいは組織の中での他者の行動も含めて、外

の誰かの行動から学ぶということもあると思うのです。今日ご紹介したのは自分の内面に

矢印を向けていく学びです。こういう違いがあるということを考えていくとか。

 それから、行動変容のきっかけの違いです。学習とは、経験によって生じる比較的・永

続的な行動の変化と定義すると、何かを知ることで行動が変わるとか、行動そのものにつ

いて考えることで行動が変わるのではなくて、先ほどレンズというお話もあったと思うの

ですけれども、自分の内面について考えて考えて気づいて、世界の見え方が変わる。ちょ

っとエモい言い方をしすぎかもしれませんが、世界の見え方が変わることで行動が変わる。 

以前自分に起きた変化で言うと、先ほど言った教職大学院のフロアのトイレの大きさは
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一度も気になったことがなかったのですが、特支の先生と 1 年間かけてリフレクションを

ずっとしていたら、何かこのトイレは狭いのではないかなと。そういう見え方が変わるこ

とで行動が変わることがあると思うのです。学んで自分が変わることで行動が変わるとい

うイメージです。

 あるいは、対話の在り方の違いもあると思います。中のゴールや問いがあって対話する。

教員から、自分からというのが両方あったとしても、最初にゴールがあって、どうやって

それを目指そうかという対話と、当初はゴールや問いがなくて対話の中で目的とか問いが

生まれるような対話があり、リフレクションでやっているのは後者です。これはシンプル

だけれども、いろいろな学習者としての経験を、院生は現場を離れて少し時間を取れて学

びができるわけだから、多様な学びを経験させてあげられるかを考え続ける。シンプルだ

けれども、教職大学院でやっていることはこれなのかなと思っています。

5.難しさや葛藤、あるいは論点

子どもの学習観の転換のためには、教員の学習観の転換が必要で、そのために指導主事

の学習観の転換が必要。ここがストレートにつながらない部分もあるかと思うのですが、

教員養成研修における学びを考えていくのは指導主事なので、指導主事の学修観の転換を

考えるために、NITS の地域版マネプロがあると思うのですけれども、これが大学院の場合

だったらどうなるかというと、現職院生の学習観の転換が変わるためには、現職院生の学

習を司っている大学院教員の学習観の転換を考えなければいけないと思うのです。このス

タイルでいいのかどうかというのはあると思いますが、もしこのスタイルで考えるのだっ

たら、では大学院教員の学習観の転換というのはどうやるのか。ここはすごく考えなけれ

ばいけないことかなと思っています。

 うちの場合は、これを始めた当初は結構どうしたらいいのだろうと悩んで、私含めてや

はり学習観の転換をどう考えたらいいのだろうと悩んでいたのですが、学習者としてリフ

レクションに参加するというのをずっとやってきました。大学院教員も話題提供する側に

なる。それに対して、院生がコメントする側になることもするし、あえて対話型鑑賞みた

いな、学校教育に関わるとどうしても何か経験の長さとかが出てきてしまうので、少し距

離のあるワークをしたりします。

あとは、今年はやっていないのですけれども、例えば何かを見てみんながコメントする

のを匿名化して、それを ICT を使って集めて、そのコメントをリスト化して次の会にいろ

いろ出たコメントの中でどれがあなたの気づきに一番つながりましたかみたいなことをや

って、みんなで話し合ったりして、最終的にこれは面白いよね、ここからいろいろ考えた

のだよねみたいなことがあったとしたら、それが誰が言ったのかを最後に明かすと、結構

学部卒院生の言葉が大学教員に響いたりみたいなことがあって、そうやって混ぜこぜにし

て大学院教員も学習者としてリフレクションに参加できるきっかけを作るみたいなことを

やってきました。

 そうすると、一緒に参加するので、関係性をどう作っていくか。一緒に参加して院生が

本音でしゃべれなくなったら本末転倒なので、関係性を作っていかなければいけないです

し。あとは、大学院でも研修でもそうなのですが、政策の言葉が自分の言葉を抑制してし

まうというのは結構あることで。自分の言葉で語って初めてその人の観が現れると思うの
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ですが、あなたはなぜそれをしたのでしょう、個別最適な学びだからみたいなことが、そ

の人の言葉を覆い隠してしまう。これをどうしてだろう、なぜだろうと一緒に考えたりし

ながらほぐしていく。このあたりが難しさだなと思ったりしています。

 最後に、校内研修では、いつ何を振り返るかみたいな学び方の話は求められないことの

方が多いです。この授業はどうだったかといった話が多い。そんな中で学び方の話をする

というのは、校内研修というのは教員の自律的な学びだと思うので、求められていて返す

とか、こちらがやっていることに参加してくれてきっかけになったらいいなと思うのです

けれども、入っていって学び方に介入していくというのが、もしかするとその人たちの探

究を奪う可能性もあるなというところの迷い。とか言いながら言ってしまうのですけれど

も。でも、そういう迷いとか葛藤は忘れないようにした方がいいのではないかなといつも

思いながらやっています。

僕も延びてしまいましたが、以上です。ありがとうございました。

（和田） 町支先生、どうもありがとうございました。

「教職大学院の学びと・・・」 

1.はじめに

（鎌田） 皆さん、こんにちは。秋田県総合教育センターの鎌田勉と申します。本日は、

昨年度秋田大学の教職大学院で学んだこと、そして現在総合教育センターで自身が取り組

んでいることなどについて、話題提供をさせていただきたいと思います。吉田先生と町支

先生のように深いお話はできないかもしれませんが、昨年度学んだことの中から、今年度

の自身の取り組みにつながっているところについてお話しさせていただければと思ってお

ります。

2.秋田大学教職大学院の 1 年間での成果と課題

私自身の心の揺れ動きを 1 年間にまとめてみました。春、入学が決まってから、自信が

ないなと思ったり、やっていけるのかなと不安に思ったりするところから始まり、その一

方で、新たな学びのステージをいただいたことに対する喜びや、自身の「問い」をどのよ

うに作ってそれをどのように「解決していく」のか、「考えていく」のかというところのわ

くわく感があったことを思い出します。

 夏を迎える頃には、現職院生の仲間ができ、さまざまなことを語ることができるストレ

ートマスターの皆さんとの信頼関係も出来上がってきて、だんだんモチベーションが高ま

ってきたことを実感する中で、それでも自分自身の成長がなかなか自分で見えないところ

もありました。秋には、勤務校の協力を得てさまざまなデータをいただいたり、実際に生

徒の前で話をする機会をいただいたりして、データの活用方法や見通しを探っていたので

すが、なかなかうまくいきませんでした。その中で、定期的に発表する場を設けていただ

いたり、指導教員から励ましの言葉をいただいたりしながら指導教員や周囲の仲間との信

頼関係を築けたことが、次につながっていったと思っています。

冬を過ぎて春に向かうころには、自身の研究が着地点までたどり着いたこと、校種や年
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齢を超えた仲間ができたこと、自分自身がこの 1 年間、さまざまな場面で考える貴重な機

会をいただいた中から、今後の指針や覚悟が決まったことなど様々なできごとがありまし

た。その一方で、日々生まれる「問い」がずっともやもや続いていたと感じていました。

 改めて成果を考えると、視座の転換、自身の在り方、教職大学院の学びをどう生徒へ還

元していくのかという職責への覚悟や使命感、そして自分自身のリーダー像の明確化が挙

げられます。その一方で、自身の力量不足や内省・省察の不足、教職大学院で仲間ができ

たのに、その仲間とともに学び合いをするような場を自ら設定して一緒に学んできたかと

いうと、1 年間の最後がちょっと足りなかったかなとも思いました。 

3.主体的に研修を求める姿勢につなげる

今年度新たな職場で、「研修は楽しいのか」、「研修はそもそも必要なのか」、「研修は人を

変えるのか。」こういったことを問うのが実は必要なことなのではないかと考え実践して

いるところです。

 なぜそう考えているのかというと、総合教育センターでやっている研修の在り方につい

て、対話や協議を通して学びを深めていく取組をしているのですが、現状、講義型を求め

る要望がかなりある。研修に参加してくださる先生たちの中にもそういった要望がある。

この現状を変えていかなければならないだろうと。これこそが、私たち総合教育センター

の大きな役割の一つだろうと思うのです。

 研修参加者が主体的な研修を求める姿勢につなげていく。そのためには、いろいろな手

法があると思うのですが、そのヒントが教職大学院の中にあるのではないかと考えました。

昨年度 1 年間、教職大学院は非常に楽しかったです。なぜ楽しかったのか。日々の取組を

通じて指導してくださる先生方と信頼関係を築く場面や、現職院生やストレートマスター

との絆がヒントになり、やはり大事なのは人なのだと考えました。人間関係がすごく大事

だということはもちろん分かっていたのですが、教職大学院に行って最初に思ったのは、

誰もが前向きだということです。前向きなことはすごく大事なことのだと改めて感じまし

た。

少し不安になりながらも志を同じくして集まった現職の仲間たちと、優秀で力のあるス

トレートマスターの若者たち。秋田の未来を共に考え、将来を語り合える若者がこんなに

もいることに驚きつつ、秋田の未来は明るいなと考えたことを思い出します。また、私た

ちのさまざまな悩みや葛藤に真剣に向き合ってくださる大学の先生たちの存在も大きかっ

たと思います。でも、このような空間や環境は当たり前ではなくて、そういうものをみん

なで作り上げていくことが大事なんだと考えました。

 それは、秋田大学教職大学院の一つの組織文化なのだなと。この雰囲気の中、みんなで

学び合う文化があると。そうであるならば、もしかするといろいろなところで組織の文化

を作っていくことが、みんなも前向きになって研修を通して先生たちが成長していくこと

にもつながるのではないかと考えました。「そもそもを問いながら対話を楽しむ」、「心理的

安全性」が認められる、何を言っても大丈夫だという環境において、自分が考えたことを

発言する機会や、相手の発言から新たな気づきを得ることは、研修や学びを目指す場にお

いては当然でも、学校現場ではそういった場面があったか。自身の二十数年間を考えたと

きに、じっくり落ち着いて考え、本質を問うような場面はあったのか。もしそれがあれば、
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大学院に行って「そもそもを問う」と言われたときに、「どきっ」としなかったと思うので

す。自分がそのような時間を作り出す取り組みや掛けをしてきたかと、考えてみると、相

手を尊重しながら対話を楽しむということが、学校現場ではなかなかなかったのではない

かと思います。

 では、研修とは何か。皆さんが持っている探究心をそっと刺激する行為なのか、それに

よってどう変容するのか。先ほど思い込みを揺さぶるという話も出ましたが、そこはすご

く大事なのだろうなと。「学校とはこうあるべき」、「先生はこうあるべき」、「生徒はこうあ

るべき」といった「べき」が多いところを、そうではないのではないかと疑ってみる。そ

こはすごく面白そうだなと思ったところです。研修による変容は、いつどのタイミングで

訪れるのか。次の実践にどうつなげていくのか。研修を受けた先生方一人一人違うのだろ

うと思うことは、面白みを感じるところです。

4.「新たな教師の学びの姿」の実現を目指した研修デザインの探究

来てくださる参加者の心の一部を刺激するというのが総合教育センターの挑戦なのだろ

うと。私が所属している総合教育センターの研修チームでは、「研修を面白く」をキーワー

ドにして「研修観の転換」をテーマの 1 つとして研究をしています。当センターの伊藤所

長が常に話している、変化を恐れずに挑戦する姿勢や、思い切ってやってみること、挑戦

してうまくいかなかったらまた変えてみること、そういった言葉も受けつつ、何か新しい

ことをみんなでやってみようという雰囲気の中でやっています。これも総合教育センター

の一つの組織文化なのだろうと思います。

 総合教育センターの所内研修として、「研修観の転換」に向けて、昨年度から指導主事研

修会を継続的にやっております。本日のコーディネーター和田先生にも来ていただいて、

「問い」、「ファシリテーション」というようなテーマについて話を伺いながら、みんなで

対話を通して総合教育センターの研修を良くするにはどうしたらいいかという取り組みを

していますが、いろいろなところでお話を聞く限り、まだまだなのだなという思いも持っ

ております。

新しい取り組みとして、ジョイントリフレクションというものがあります。これは研修

をつなぐためにリフレクションを活用して、1 期の研修と 2 期の研修を一体化させていく

という取り組みです。今年始めたので、まだまだこの後いろいろな改善があるのかなと思

いながらやっております。

5.自身の取り組み

自身の取組についてお話をすると、研修講座に取り入れた教職大学院での学びの方法と

して、研修参加者が「自身の問いを作る」ことを行っています。ここがやはり一番大事な

ところで、学びの出発点になるだろうと。それがないと、なかなか自分事として先生たち

は考えない。研修を受けに来て、話を聞いて、新しい知識を得て、分かった気になって、

研修をやってきたよというので終わってしまうのではないかと。

 そもそもを疑う、参加者の思い込みを揺さぶる時間とか、この研修は必要なのか、この

実践は必要なのかとか。学校で「当たり前だよね」と言って流されていることはたくさん

あると思うので、それをどうするか。

（研究大会）ｰ29



リフレクションの時間を活用して自身と対話する。自分自身に問い掛けてみる。知って

いるようで、知らないこと、分かっているようで分かっていないことというのが、いっぱ

い出てきます。対話の時間では、同じように自分では気づかないこと、周りの人から話を

する中で見えてくるものがたくさんあるのだなと。

 では実際に自分でどういう研修を作ってやってみたかというと、道徳教育についての研

修をやったので、「道徳教育は高校に必要なのか」という問いを発してみました。それに対

して先生方の「問い」はどういうものですかと。その後に、自分自身を顧みる時間、そし

てそれを外に出す時間、そして話を聞く時間を取り、リフレクションをする。大事なのは、

学校に戻って何をするのかまでつなげられるか。「よく考えることは考えます。」「気づくこ

とも気づきます。」「いろいろなことを取り入れようと思います。」それで終わっていないか。

実践までたどり着くためにどうすればいいのか考える。この研修の中でやってみたことで

した。

 今の職場の業務は教職大学院での学びがベースになっていると思います。教職大学院で

の学びは、その延長上にまた発展形として総合教育センターの取り組みにつながっている

のだろうと考えました。

6.やってみたいこと

「参加者持ち寄り研修」では、研修に来る人たちに自身の学びを深める場を提供してみ

ようかなと。提供してみるとどうなるのだろうと。

 「Ⅰ期・Ⅱ期接続研修」では、Ⅰ期をやって、Ⅱ期をやってという研修があると、Ⅰ期

とⅡ期の間に取り組みの時間があって実践できるのですが、Ⅰ期だけで終わってしまうと

その後に取り組んでいるかどうかこちらは分からないのです。

 最後の「ひたすら対話研修」というのは、対話を基にするとどうなるのかなと考えた研

修です。導入の部分というか、始まりに大胆に時間を使う研修を作ってみたら面白いのか

なとか。リフレクションの時間は 10 分程度取っていますが、10 分でその人が何かに気づ

いて新しいことを生み出すところまでいくかとなると、そのリフレクションの時間をもっ

ともっと取りたいですし、その余白をどうやって生み出すのか。複数の研修担当者が関わ

ることができれば、実現可能なのではないかと考えていました。

7.まとめ

まとめに入ります。教職大学院は、1 年間を通じた壮大なリフレクションの時間だった

ということです。自分と対話しながら二十数年間に新たに価値づけをして、何かを作って

いくという、大事な時間だったなと。ただ、全ての人が教職大学院で 1 年間学ぶ機会を得

られるかというとそうではないので、それならば総合教育センターの研修も、教員生活に

おける貴重なリフレクションの機会になるだろうと。研修に来る先生方の貴重な時間なの

ですが、リフレクションにぜいたくに時間を使って、じっくり考える、自分を振り返る時

間にしていただくのも一つ方法なのではないかと考えました。

 参加者が自身の経験と、研修で得た新たな知見を基にして、対話による新たな気づきを

振り返りつつ、新たな実践にどうつなげていくか。ここが一番大事なところだと思うので

す。気づいて終わりではなくて、どう実践するかまでつなげてほしいなという思いがあり
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ます。

 終わりに、私自身が教職大学院を経験させていただいて、今の職場に行かせていただい

たことで、自分でも分かるぐらい少しずつ変わっているところもあるので、できることな

らば多くの先生方が教職大学院で学ぶことができればいいなと思います。このように考え

たのも昨年度の教職大学院での 1 年間があったからですし、総合教育センターという日々

学びの意欲に支えられている職場があるからだと思います。今日ここで話をする機会も、

全国大会的なものが秋田であるのは何年かに一度なのでしょうが、そんなタイミングで昨

年度教職大学院に行って、今年度研修を行う機関にいるという機会はそうそうないだろう

なと。こういった機会を与えていただいたことにも感謝して、これからも謙虚に頑張って

いきたいと思っています。

本当にまとまりのないお話ですみませんでした。ありがとうございます。

コメントおよび質疑応答

（和田） 鎌田先生、どうもありがとうございました。これで 3 人の先生方のご発表が終

わりました。これからコメンテーターの方々からコメントを頂きたいと思います。島谷先

生、どうぞお願いします。

（島谷） お三方の先生方、本当にありがとうございました。私は、講演した佐野前審議

役の後任なのです。ですので、佐野先輩の話も回収しながら、3 人の先生の発表に関して、

私も今すごく悩んでいることがあるので、それについて先生たちに相談していきたいと思

います。

佐野先輩の「学び合いのコミュニティ」を作りたいという壮大な思いを受け、何とも無

茶な挑戦を、私は 0→1 は結構得意なのですが、誰かが作った道を切り開くのは苦手な方

で、何を目指そうかというところから本当にゼロから捉え直しをして、この学び合いのコ

ミュニティ事業が何を目指すのかを本当に問い直して問い直して、フェローの皆さまと一

緒に挑戦しているところです。

 このマネプロは、最終的には子どもの学びを変えるというところが最大のゴールで、そ

のために、それを支える教師の学びはこのままでいいのかということで、研修観の転換を

行う。その研修を作るセンターの指導主事の皆さんや校内研を担当する研究主任の先生方

の研修の捉え直しをするということをブーストするための仕掛けとして、マネプロという

ものをやっているという状況ですね。佐野さんからも紹介がありましたが、全国 7 ブロッ

クで、そもそも人の学びというのは何なのか、良い研修とは何なのかというそもそも論を

やり続けているのが初年度でした。これは、対象がセンターの指導主事、研究主任で、行

きたいという人が自分で申し込んで行ける研修なので、中央研修のように教育委員会の推

薦が必要という場ではないので、比較的すごく熱量の高い人たちが集まっている場なので

す。どんなに指導主事が頑張っても、リーダーにそんなのは意味がないと言われたら何も

進んでいかないので、リーダーの人たちとも対話をする場というリーダーダイアログとい

う場も全国 7 ブロックで展開しています。 

詳細は省きますが、そんな感じで佐野先輩の思いを引き継いでやっています。この研修
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設計は、昨日も東北であったのですが、毎回ものすごく悩むのです。NITS のフェローと

NITS 職員がとにかく悩んで悩んで研修設計はするのですが、初年度なので何がいいのか

分からないのです。なので、絶賛試行錯誤で、型を持たない、作らないということで、と

にかく初年度はいろいろな実践を出しています。基本的にはゼロから各ブロックで研修設

計をしているので、例えば東北でやったものを関東でやるといったことは一切していませ

ん。

研修を作っていく流れとしては、大体いつも Zoom 会議なのですが、ブレストをして方

向性を決めるのです。今の地域で来る人たちは大体こんな感じかなというのを想定しなが

ら、方向性が決まると、いったんたたきのたたきでスライドを作って、流してみて、そこ

からが非常に時間がかかる行為なのですが、問いを本当にぎりぎりまで練り直すという行

為をしながら、ここを狙っていこうとある程度決めているものに対してうまく研修プログ

ラムが設計できているかどうかを問い直し続けるという、かなり時間をかけてやっている

ものなのです。ですから、いつやっても、「ああうまくいった、最高だった」と思うことが

本当にないのです。

 ここからは、皆さんに相談してみたいことということで、たかだか数時間という時間で、

研修がどんな役割を担っていくと人の学びをブーストできるのか。学びというのは対話が

大事だ、観の問い直しが必要だ、省察が大事だというのは分かるのですが、狙っていく範

囲が私の中で定まらないのです。これが今すごく悩んでいるところで、皆さんとお話しで

きればなと思っているのです。

私が悩んでいる理由の一つ目が、3 月まで石川県加賀市で教育長をやっていたのですが、

現場に近い方が圧倒的に研修設計がやりやすかったのです。なので、大人の学びをそもそ

も最初から見ていない思考で研修を作ると、必要なものがクリアに見えたというのが一つ

あったのです。

 具体的に申し上げると、どうやったら子どもの学びが変わるのか、学習観の転換ができ

るのか、先生たちが変わるのか、授業が変わるのか、見ているところはそこ 1 点だけだっ

たのです。先生たちの中では 0→1 フェーズ、やってみよう、一歩目を出す前の人、背中を

とにかく押さなければいけない人もいれば、ちょっとやってみたけれどうまくいかなかっ

た、やはりこれは無理なのだと言って、元に戻る引力に強烈に引き戻される人もいる。そ

れから、1 回やってみて、「こんな感じね」と少しずつつかめて、実践・修正、実践・修正

を積み上げていく人たち。いろいろなフェーズの人がいる中で、すごく先生たちが変わっ

ていくプロセスをちょっとずつ見ながら、今はこれが必要、これが必要と言いながら研修

を設計していったという思考だったのです。

 学びを変える、子どもが主役だということは、かなり観の転換が必要なことであること

は確かなのです。なので、自分の文脈に置き換えられないと、新しい行動にはつながらな

いのだというのが見ていて分かったのです。授業を変えるという行為に関しては、マニュ

アルで tips を教育委員会などから渡しても無理で、つまみ食いも向かないのだなと。先生

たちを見ていると、ゼロから自分で進んで初めてつかめるものがある。次のステップはこ

れかも、足りないものはこれかもという、それぞれのステップがやはりあるのです。

 授業を考えているから手法でひたすら悩む傾向があるということと、元に戻る引力がも

のすごく強い。なので、先生たちを見ていて、そもそも論、何のためにというのは絶対に
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定期的に引き戻してあげないと、これはかなり迷走するなという感覚があったのです。実

践で迷ったときにも、それぞれの判断軸、そもそも何のためにというものを持てないと、

進めない、判断できないと思ったので、研修で対話でそもそも何のためというところをや

ったという感じだったのです。

 観の転換というのは研修で起きたわけではなくて、自身で抽象具体を行き来しながら少

しずつつかんでいったものだったような感じがありました。なので、具体をやるのは先生

たちは得意なので、抽象にとにかく戻してあげる機会を意識的に研修でつくってあげて、

ブーストしていく役割が必要なのだなと思ったことと、新しい挑戦には試行錯誤と仲間が

絶対に必要なので、研修では本当に学び合いのコミュニティという概念はとても大事だな

と。別に NITS が研修観の転換と言っているわけではなく、それに倣ったわけでもなく、

吉田先生と同じことを言っていますが、必要なものが見えたからそれをやっていくという

思考でやっていったのです。それをたまたま研修と呼ばれる場でやっていたということだ

ったのです。なのですごく見えやすかったのですが、研修を考えようという頭になると、

途端に目標が見えづらくなるというか、それが私の今の悩みなのです。

 もう一つは、昨日の東北マネプロでもやったのですが、人の学びというのはとても複雑

で、とても個性があるなということを改めて感じたのです。マネプロの東北版は 3 回シリ

ーズでやっていて、1 回目オンラインでやって、2 回目対面でやって、3 回目はまたオンラ

インで戻すというインターバル型のものにしています。1 回目で、今まで生きてきた中で、

学びはどういうときに生まれたか、何が一体そのときに作用していたのかということをク

リアにするところから始めました。そうしたら、とにかくさまざまで、作用したものもい

ろいろでした。そして、時間軸に関しても、とても大きい時間軸の中で経験や出会いや感

情、いろいろなものが相まって、人が「あれが学びだったのです」と言えるようなものが

やっと形作られてくるというような状況を見て、先ほどの問いに戻るのですが、たかだか

数時間という研修の時間で、研修がどんな役割を担っていくと人の学びをブーストできる

のかということを考えたいのです。

 先生たちからいろいろ聞いて、町支先生は教師のエンパワメントのために研修をどう作

るのかとすごく考えられていて、直接研修の話ではないですが、観を問い直すリフレクシ

ョンというのはやはり人の学び、先生の学びのためには大事だというところでそこをすご

く追究された。鎌田先生は、人の気持ちを刺激するとか、そもそもを問うて、とにかく新

たな実践に目を向けられるようなものにしたいというような、少し見えている部分がある

とは思うのですが、意外とばらばら。合わせる必要があるのかというのもあるのですけれ

ども、何となく NITS ですごい大事にしている気づきの醸成というのが、現場から来た人

間としては若干生ぬるい感じがあって、もう少しビビッドにしたいという気持ちもあった

りします。

 というところで皆さんとお話しできればと思います。私からのコメントは終わりにした

いと思います。ありがとうございます。

（和田） ありがとうございました。それでは佐藤先生、こちらからお願いします。

（佐藤） 秋田大学教職大学院でやっていることを紹介したいと思います。大学院の授業
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を土曜日 1 日使って実施し、そこに一般の方を入れたりしているのですが、年間で 2～3 人

程度にとどまっていたり、リアルタイム同時双方向型、オンデマンド型も工夫はしている

のですが、なかなか利用者が伸びない状況です。

その一方で、大学教員派遣事業はかなり活発にやっています。それから、スクールリー

ダー研修講座という、教頭一歩手前の小中学校の教員を集めて 2 日間のものをやっていま

すが、なかなか今日話で出たような探究型の深まりを見せるようなものになっているかと

いうと、なかなか難しいとは思います。ただ、学校の SWOT 分析をそれぞれ参加者の方々

が事前にやってきて 4～5 人ずつのグループで共有して、その中の 1 校についてみんなで

学校経営戦略マップを作るという、NITS でやられている研修を基にしたような活動はや

っています。

吉田先生の話を聞きながら、やはり今後、オンデマンドや NITS の動画を活用したり、

高校や特支に拡大したり、校種混合であったり、秋田県全体を巻き込んでいくもの、それ

から初任や若手、ミドルや指導主事、管理職研修、また長期的なもの、学校改革型のもの

にしていく、探究型にしていくことが課題かなと思わされたところでした。

教職大学院は、現在 20 名程度ということで何とか定員を充足してきています。一時 15

人ぐらいと厳しい時期もあり、今後どうなるかは分かりません。教職大学院では、三つの

ルームをつくってそれぞれに現職や学卒のバランスの取れた構成として、その中で学び合

い、いろいろな助け合いをしています。十和田ルームなどの名前を付けていまして、固有

名詞にこだわって、それぞれのルームの特徴を出してもらっています。

 私自身が担当している授業の中で、探究型と言えるかどうか分かりませんけれども、工

夫しているところを紹介したいと思います。例えば「学校教育の現代的課題」という 1 年

の前期で全員が受ける、現職もストマスも全員が受けるところでは、各時間帯で 30 分か 40

分ぐらい私が話をした後に、現職・ストマスが交ざった形でチームごとに協議をしていま

す。その中で、教職大学院で 1 年後、2 年後どういった姿になりたいのかとか、育成指標

（秋田県ではキャリア指標）に照らして自己評価し、また、これまでのキャリアを分析し

て自己省察を加え、キャリアデザインをする、あと自分のリーダーシップがどういったタ

イプなのか、どう伸長するのか、学校学級経営の授業では戦略マップを作るというような

活動をやっていたりします。

 学級経営に関わっては北方教育の話もしていて、やはり秋田県といえば北方教育です。

その中で生活綴方教育が展開され、弾圧を受けて消えていくことになります。その北方教

育が大事にしていた北方的環境であるとか、リアリズムですね、子どもから出発して子ど

もに帰る、子どもの作品を中心にしながら、そこで教師自身が実践や子ども理解を深め、

実践を語り合うということを行っている。そういったところにも研修の在り方、研究の在

り方の一つのモデルがあるのではないかと思います。そういった歴史についても、秋田に

暮らす以上は、ちゃんと把握して考えてもらいたいなと思ってやっているところです。

 また、理論と実践の往還とよく教職大学院ではいいますが、それにプラスして、姿勢や

態度や価値といったものを考えることもぜひやってもらいたいと思っています。この価値

というのが何々観とか生き方、さらに言うと教育基本法の「人格の完成」の人格に当たる

ようなもので、そこに響くようなものになってほしい。学びが単に理論と実践を学ぶとい

うことだけではなくて、自分の在り方を考える。そこに省察が関わる。対話と内省という
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のは、先ほど佐野先生の話を聞いて加えたものですが、ちょうどここにぴったり来るので

はないかと思います。

 それから、学校経営に関しては、ミッションや目標を考える、特にミッションをそれぞ

れに考えてもらう作業をやっています。ミッションというのは、自分自身の過去や未来、

それから理念や哲学のようなものを基にしながら生み出していく。それに対して目標は、

環境や市場、自分が持っている資源や能力を科学的に分析して作っていくもので、性格が

違っています。ミッションはナラティブ的なアプローチで考える、目標はアナリティクス

的なアプローチで分析的に考えることが重要なのではないかという話をしています。

 そこで大事にしていることとして、強みにフォーカスする。弱みの追及は原因追及、責

任追及、犯人捜しになって、マイナスになりがちなので、強みにフォーカスする。同時に

弱みに寄り添う、自己開示をする、助けを求める、そういったやり方を追求するというこ

と。また失敗、経験を共有するということも強調しています。ストマスからすると不安な

ところはたくさんあるわけで、トンネルの暗さというのは長さも通った者しか分からない。

現職院生にはそういった経験を伝えてもらう。

 それから育成指標、キャリア指標も標準化されて、競争に使われるのではなく、気づき

として活用できるようにする、自分なりの言葉で表現して交流する、語り合うということ

が重要なのではないかということを伝えています。

教職大学院に入学した皆さんにはすぐに、先生という呼び方をやめてください、全て「○

○さん」で通してくださいというふうに強調してやってもらっています。そういったこと

も、現職が学卒から学ぶということにつながるのではないかと思います。

あと、ＭＵＳＴ、ＮＯＴ、ＷＡＮＴという話もしています。北海道の安平町教育長の井

内聖さんが書いていましたが、学校はやらなければならないこと、やってはならないこと

ばかりでやりたいことがないと。やはりＷＡＮＴを増やしていく、何をやりたいのかを考

えてもらいたいところです。

 権利主体としての子どもを考える、さらに教職員自体も権利主体としてきちんと位置付

けることも意識してもらいたいと話しています。また、教員育成ではなくてキャリア形成

である、研修というのは受けるものではない。研修の元々の研究や修養は「受ける」と言

うことはあり得ないわけで、そういった主体性を獲得してもらう。

 それから、学校マネジメントコースの院生の方には、所属校を巻き込んだアクションラ

ーニングを求めています。自分の学校を改善する、それを大学院の中で交流して検討する、

そういった在り方は現職研修、一般の研修の中にも当然入れられるのではないかと思いま

す。

 皆さんに対して質問は、やってくる人は探究するのですが、そうでない一般の人たちを

どう探究型にしていくのかが難しい課題です。心や時間の余裕のない中でどうするのか。

講義型がいいというのは、考えることが負担で、悩むこともきついと、学びから逃走する

教師をどう引き止めるかという課題なのではないか。また、学会への参加や民間教育研究

団体がどんどん衰退していくことをどう考えるのかというのもあるのではないか。もう一

つ、何度か出ていますが、NITS と自治体研修センターと教職大学院の連携協働をどう作っ

ていくのかが課題かと思ったというところで、私の話は終わりたいと思います。どうもあ

りがとうございます。
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（和田） どうもありがとうございました。たくさんお話していただいたので、とてもう

れしいのですが、時間が本当に少なくなってしまいました。それでも、簡潔にお二人の質

問に答えていただければと思います。

（吉田） ありがとうございます。時間がないので端的に、まず、島谷さんからの質問に

関しては、やはり教師のというか、専門職として、その人の内側にあるものに応えていっ

て、そこから変化を目指していくような研修の場と、他者との出会いやそのインパクトに

よって「変わらなければ」「変わりたい」と思う、その二つのタイプがあるのだろうなと思

っていて、私が紹介した充実期研修は、先生たちにまず願いや悩みを語ってもらって、そ

こにちゃんと動機があって、講義や仲間との関係の中で、ではこれをやってみようとなる

という内側の話だと思うのです。

島谷先生をお呼びした指導主事研修会や、先ほど言った外につながっているイングルセ

ミナーは、子ども自身が中学校まで先生が一方的に話す授業を聞かされてつらかった、も

っとグループワークなどをやってほしかったのだと定時制高校に行っている子が語るその

声と出会ったときに、私もこれまでは駄目だったという、他者との出会いで揺さぶられて

始まっていく世界がやはりあるのだと思うのです。だから、教師の内側にある動機だけで

研修を作るというのは、私はちょっと違うかなと。授業観の転換というところまで持って

いくときに、教師の内側にあるところだけでやっていくのは難しいではないかと思ってい

ます。

 探究させられると思ってしまうという、佐藤先生からの提起ですが、やはり動機、教師

自身の願いや悩みに応える形で研修を作れるかどうかが主体的な研修につながるかどうか

なのだと思いますが、今言った他者からぽんと来た、自分がこれまでやっていたことはも

しかして違うのではないかという、ここをどれだけインパクトのある、やはり私は変わら

なければいけないのかもと思えるようなものと出会わせられるかという発想ももう一つあ

ってもいいのではないかと思います。

（町支） ありがとうございます。端的にならないのですが、島谷さんの方に関して言う

と、島谷さんは、学びをブーストしたい、何がポイントなのかビビッドにしたいという思

いで、それが本当に島谷さんがしたいことなのか。島谷さんがしたいことは何なのだろう

と思ったのですよね。何を見たいのか、どういう姿を見たいと思っているのか。学びのブ

ーストをしたいのか、それとも変わっている感じを見たいのか、島谷さんのそう思う根っ

こは何なのかということを考えたりすることから始まるのかなと思ったのです。むかつき

ますか。大丈夫ですか。

 佐藤先生ので言うと、これもあいまいな答えになるかと思うのですけれども、探究させ

てしまうことを逆に恐れないというか、結果的に探究させてしまうことも、もちろん一緒

に探究するということが大事。探究を無理やりさせると思わないでするのだけれども、探

究に結果的に付き合わせてしまうこともあるのだけれども、大事なことはそういう姿にさ

せているということに敏感になることで、最初からさせないようにしようと思うと多分探

究も起きないと思うので。それはちょっと言い過ぎかもしれませんが、一緒に探究する。

できるだけ探究「させる」にならないようにするのだけれども、でもそうなってしまうこ
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とはあるので、そうなってしまうことに気付ける自分であるようにするという、そんな感

じかなと思いました。ふわっとした答えですみません。

（鎌田） 島谷さんの問いですが、どんな役割かと。一言で言って、もやもやさせる役割

で、自分と対話するともやもやしてくるので、答えにたどり着かなかったりするでしょう

し、私たちの役割は、多分そこにファシリテーターとして問いやヒントで関われる。

 やる気はどうなのかと思ったのですけれども、環境とか必要感がすごく大事だなという

のと、あとは自分の変容に気づいたときは自分が学んだなというのがすごい分かりやすい

ところだろうなと。学びの自覚化。自覚したことを言葉にするリフレクションとか、そう

いったことなのかなと思いました。

 吉田先生のお話だと、信頼関係を作った中で巻き込んで一緒にやるという、それも私た

ちの役割だろうなと。人それぞれの着地点があっていいでしょうし、その人の背景とかそ

の人を形作ってきたものがある中で、それをお互いに受け入れながら面白いなと思えるよ

うに仕向けられたらというか、巻き込んで一緒にやっていけたらいいなと思ったところで

した。

 あとは何か変な話ですが、ずっと面白いと言い続けてみる。研修は面白いよねと言い続

けてみると、何となくそういうふうになるのかなというところを思ったりしました。すみ

ません。以上です。

（和田） 時間になりましたが、5 分ほど延長して、せっかくの機会ですから、皆さまか

らご質問を受け付けたいと思います。会場の皆さまで発表を聞いて、佐野先生の講演も含

めて、ぜひお聞きしたいということがありましたら挙手してお願いしたいと思います。

（Q1）  島谷審議役から、気づきが生ぬるいのではないかというふうなお話があって、

佐野さんの方から、薪を例にたとえてもらったのですけれども、薪にもすぐつく薪もあれ

ば、火力の強い薪、長続きする薪もあるのですけれども。パネラーの皆さんはどんな薪が

お好きでしょうか。そして、そのよい薪の要素というのはどんな要素があるのか、皆さん

の薪観をお伺いしたいと思います。

（町支） これは「好き」で聞いてくださったのがすごくありがたくて、好きは結構話せ

るというか。自分がやはり観を問い直すみたいなのが好きなのですよね。それは多分自分

自身がそういう経験をして、この学びを実現したいなと思っているところがあって。なの

で、薪の好き嫌いということで、よく燃えるのですよね。バーベキューをして。分かりま

す。何か行ったり来たりする感じをみんなが迷いながら、例えば盛り上がるみたいなのは、

僕の中ではそんなに大して好きではなく。僕は盛り上がるのが好きなのですけれども。で

も、しーんと 10 分なってもみんながうーんと考えていたところにぽっと何かが出てくる

ような場を、そういう学び方をみんなが愛せるような空気になるといいなというか。オン

ラインでも対面でも集まってそういう場の良さを共感できる文化があるコミュニティみた

いなのが好き嫌いでいったら好きです。
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（島谷） 私は、傾聴する力を持つ主体的な薪でありたいと思います。つまり、薪という

と、何か物体みたいに思ってしまうのだけれども、私は触媒という感覚なのです。研修を

作る人自身もやはり主体的な存在で、そのときにただ自分の思いではなくて、今現場にい

る先生たちは何に困っていて、どんな思いがあって、どんな感覚を抱いているのか。さっ

き言った動機の話とつながるのですが、そこを日常から常に聞く耳を持ち続けることで、

上手な主体的にここではないかみたいな薪に、動いていける薪になるというか、そういう

薪でありたいなと思います。

（鎌田） 私は、人を巻き込みたいのです。仲間と一緒にやりたい。多分自分がやっても

火がつかないこともあったりするだろうから、それはもう人に任せてしまうというので、

周りを巻き込んでいけるような薪がいいなと。誰もがリーダーシップを発揮しながらその

場その場でいろいろなところで火がつくようなイメージがあれば、環境としていいのかな

とか。研修をやっていく環境とか、その研修をやっている者が自分の職場に戻ったときに

新たにそこでまた火が起きるという巻き込み型の薪がいいのではないかと思いました。

（佐野） 私のスライドでは四つの薪の事例を書いて、問い掛け、対話の場のセッティン

グ、仮説の提案。これは NITS からの提案という形でで出させてもらったものもそうだと

思うのですが、こういうことがあるのではないかということを多少理論的にまとめた上で

仮説を提案するという方法。それから対話の場と近いのですが、日頃対話していないよう

な他者との出会いをセッティングする。そういった話を四つ書かせてもらっています。

好みはということで聞かれると、多分みんなそうなのかもしれませんが、やはり驚いて

もらえるとうれしいなと思うのです。NITS 提案も書いたときはすごく私自身興奮しなが

ら書いたので、自分の書いていることは面白いかもと思い、かつそれを読んでくれた人が

それを面白いと思えたり、こんなことがあるのだと驚いてもらえたりするということを想

像するときがやはり楽しいので、そういう形で仮説の提案をするという形は好きだと思い

ます。

 それと近い文脈で言うと、いろいろな話をしている中で、町支先生などはすごくうまく

事例を入れながら、本当に事例によって人の想像力を喚起させるのがものすごくうまいと

思うのですが、私はそちらのうまさはあまりないような気がしていて、そこよりも、自分

の中での好みというか、どちらかというと自分の長所と考えているのは、うまく問うとい

うことを常に待っているのです。対話をしている中で、この人は何を考えているのだろう

と思いながら、どの問いを投げることによってこの場が深まるかということをすごく考え

がちなので、そういう意味では私は多分好みという意味でも問いというものが好みなのだ

なと思っています。回答になれば幸いです。

（和田） どうもありがとうございました。もっともっといろいろなことをお聞きしたい

と思っているのは私だけではなく、皆さんそういう気持ちだと思います。ただ、時間にな

りましたので、これで閉じさせていただきたいと思います。時間もないのでまとめません

し、まとめる力もないので、もっといろいろな話を聞いたり文献に当たったり、そんな気

持ちになったそのままお帰りになって、いろいろ調べていただければと思います。今日は
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講演の佐野先生をはじめ、パネリスト、コメンテーターの皆さん、本当にどうもありがと

うございました。皆さま、大きな拍手をお願いいたします。
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No. 区 分 大 学 院 名 研 究 科 名 専　攻　名
定　員
（人）

備　考

1 国立 北海道教育大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 80 教職大学院長 藤川　　聡

2 国立 弘前大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 18 教育学研究科長 髙瀬　雅弘

3 国立 岩手大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 16 教育学研究科長 柴垣　　登

4 国立 宮城教育大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 52 教育学研究科長 佐藤　哲也

5 国立 秋田大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 20 教育学研究科長 大橋　純一 理事

6 国立 山形大学大学院 教育実践研究科 教職実践専攻 20 教育実践研究科長 中西　正樹 理事

7 国立 福島大学大学院 教職実践研究科 教職高度化専攻 12 教職実践研究科長 宗形　潤子

8 国立 茨城大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 43 教育学研究科長 勝二　博亮

9 国立 宇都宮大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 18 教育学研究科長 松村　啓子 理事

10 国立 群馬大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 20 専門職学位課程長 音山　若穂

11 国立 埼玉大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 52 教育学研究科長 戸部　秀之

12 私立 聖徳大学大学院 教職研究科 教職実践専攻 15 学長 川並　弘純

13 国立 千葉大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 20 教育学研究科長 藤川　大祐 監事

14 国立 東京学芸大学大学院 教育学研究科 教育実践専門職高度化専攻 210 教職大学院長 濵田　豊彦 副会長

15 私立 創価大学大学院 教職研究科 教職専攻 25 教職研究科長 石丸　憲一

16 私立 玉川大学大学院 教育学研究科 教職専攻 20 教職大学院科長 久保田　善彦

17 私立 帝京大学大学院 教職研究科 教職実践専攻 30 教職研究科長 福島　健介 理事

18 私立 早稲田大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 60
高度教職実践専攻
主任

田中　博之

19 国立 横浜国立大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 60 高度教職実践専攻長 小池　研二

20 国立 山梨大学大学院 教育学研究科 教育実践創成専攻 38 教育学研究科長 長谷川　千秋

21 国立 新潟大学大学院 教育実践学研究科 教育実践開発専攻 20 教育実践学研究科長 大庭　昌昭

22 国立 上越教育大学大学院 学校教育研究科 教育実践高度化専攻 190 学長 林　　泰成

23 国立 富山大学大学院 教職実践開発研究科 教職実践開発専攻 14 教職実践開発研究科長 黒田　卓

24 国立 金沢大学大学院 教職実践研究科 教職実践高度化専攻 15 教職実践研究科長 吉川　一義

25 国立 福井大学大学院
福井大学・岐阜聖徳学園
大学・富山国際大学連合
教職開発研究科

教職開発専攻 60
連合教職開発研究科
長

木村　　優

26 国立 信州大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 30 高度教職実践専攻長 谷塚　光典 理事

27 国立 岐阜大学大学院 教育学研究科 教職実践開発専攻 40 教育学研究科長 山田　雅博

日 本 教 職 大 学 院 協 会 会 員 大 学 一 覧

令和7年6月1日現在

会員代表者職・氏名
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No. 区 分 大 学 院 名 研 究 科 名 専　攻　名
定　員
（人）

備　考会員代表者職・氏名

28 国立 静岡大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 45 教育実践高度化専攻長 坂口　京子

29 私立 常葉大学大学院 学校教育研究科 高度教職実践専攻 20 学校教育研究科長 久米　昭洋

30 国立 愛知教育大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 120 学長 野田　敦敬

31 国立 三重大学大学院 教育学研究科 教職実践高度化専攻 25 教育学研究科長 宮岡　邦任 理事

32 国立 滋賀大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 35 教育学研究科長 久保　加織 理事

33 国立 京都教育大学大学院 連合教職実践研究科 教職実践専攻 95
副学長（連合教職実
践研究科担当）

竺沙　知章

34 私立 立命館大学大学院 教職研究科 実践教育専攻 35 教職研究科長 井上　雅彦 副会長

35 国立 大阪教育大学大学院 連合教職実践研究科 高度教職開発専攻 150
連合教職実践研究科
主任

鈴木真由子

36 国立 兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 教育実践高度化専攻 155 学長 森山 　潤 会長

37 国立 奈良教育大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 50 教育学研究科長 越野  和之 理事

38 国立 和歌山大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 30 教職開発専攻長 山田　真稔

39 国立 島根大学大学院 教育学研究科 教育実践開発専攻 20 教育学研究科長 川路　澄人 理事

40 国立 岡山大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 45 教育学研究科長 髙瀬　　淳

41 国立 広島大学大学院 人間社会科学研究科 教職開発専攻 30 教職開発専攻長 大後戸一樹

42 国立 山口大学大学院 教育学研究科 教職実践高度化専攻 28 教育学研究科長 中田　充 監事

43 国立 鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 高度学校教育実践専攻 180 学長 佐古　秀一

44 国立 香川大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 20 高度教職実践専攻長 植田　和也

45 国立 愛媛大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 40 教育学研究科長 日野　克博

46 国立 高知大学大学院 総合人間自然科学研究科 教職実践高度化専攻 15 教職実践高度化専攻長 中野　俊幸 理事

47 国立 福岡教育大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 50 教育学研究科長 森　　保之 理事

48 国立 佐賀大学大学院 学校教育学研究科 教育実践探究専攻 20 学校教育学研究科長 小野　文慈

49 国立 長崎大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 28 教育学研究科長 藤本　　登

50 国立 熊本大学大学院 教育学研究科 教職実践開発専攻 30 教育学研究科長 藤田　　豊

51 国立 大分大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 20 教育学研究科長 佐藤　晋治

52 国立 宮崎大学大学院 教育学研究科 教職実践開発専攻 20 教育学研究科長 戸ヶ﨑　泰子

53 国立 鹿児島大学大学院 教育学研究科 学校教育実践高度化専攻 20 教育学研究科長 溝口　和宏

54 国立 琉球大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 20 教育学研究科長 小野寺　清光 理事
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日本教職大学院協会組織図 R７.６.1 

理事会 
（総会において選任） 

会長（議長）１人 

副会長   ２人 

理事  １５人（会長、副会長を含む。） 

※会長及び副会長のうち１人は私立大学の会員代表者

監事 
会員代表者から２人 

事務局 
（会長が属する大学に置き、副会長が属する大学が協力する。） 

事務局長  １人（兵庫教育大学） 

事務局次長 ５人（東京学芸大学１人、立命館大学１人、 

兵庫教育大学 3 人） 

協力研究員 １人（島根大学） 

専門委員会 
（協会の業務の遂行に必要な調査研究を行い、 

座長及び委員により組織する。） 

１．授業改善・ＦＤ委員会 

２．企画委員会 

３．広報委員会（R3.6.1～） 

４．教育委員会等連携委員会 

５．成果検証委員会 

６．編集委員会 

総会 

（会長（議長）が招集する。） 

各会員大学から代表者１人 ５４大学×１人 

国立大学から４７人 

私立大学から ７人 
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（令和7年6月1日）

役職名 所　属 職　名 氏　名 備　考

会長 兵庫教育大学 学　長 森山　　潤

副会長 東京学芸大学 教職大学院長 濵田　豊彦

副会長 立命館大学 教職研究科長 井上　雅彦

理事 秋田大学 教育学研究科長 大橋　純一

理事 山形大学 教育実践研究科長 中西  正樹

理事 宇都宮大学 教育学研究科長 松村　啓子

理事 帝京大学 教職研究科長 福島　健介

理事 信州大学 高度教職実践専攻長 谷塚　光典

理事 三重大学 教育学研究科長 宮岡　邦任

理事 滋賀大学 教育学研究科長 久保  加織

理事 奈良教育大学 教育学研究科長 越野  和之

理事 島根大学 教育学研究科長 川路　澄人

理事 高知大学 教職実践高度化専攻長 中野　俊幸

理事 福岡教育大学 教育学研究科長 森　　保之

理事 琉球大学 教育学研究科長 小野寺　清光

監事 千葉大学 教育学研究科長 藤川　大祐

監事 山口大学 教育学研究科長 中田　充

日本教職大学院協会役員一覧
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任期：令和7年6月～令和9年5月（2年間）
教育委員会等連携委員会

任期：令和6年6月～令和8年5月（2年間）

大　学　名 職　名 氏　名 備　考 大　学　名 職　名 氏　名 備　考

北海道教育大学 教　授 姫野　完治 山形大学 講　師 吉田　尚史

福井大学
連合教職開発研

究科長
木村　　優 座長 千葉大学 教　授 貞廣　斎子

福井大学 特命教授 柳澤　昌一 東京学芸大学 教　授 浅野あい子

京都教育大学 准教授 徳永　俊太 帝京大学 准教授 町支  大祐

山口大学 教　授 和泉　研二 金沢大学 教　授 本所　　恵

愛媛大学 准教授 兵藤　清一 岐阜大学 教　授 棚野　勝文

長崎大学 准教授 藤井　佑介 常葉大学 教　授 紅林　伸幸

兵庫教育大学 教　授 大野　裕己

兵庫教育大学 准教授 安藤　福光 座長

企画委員会（～R2.12.31 企画・広報委員会）
任期：令和7年6月～令和9年5月（2年間）

鳴門教育大学 准教授 大林　正史

大　学　名 職　名 氏　名 備　考

帝京大学 教　授 藤澤美智子

早稲田大学 教　授 高橋あつ子 成果検証委員会
任期：令和6年6月～令和8年5月（2年間）

兵庫教育大学
教育実践高度
化専攻長

笠原　　恵 座長 大　学　名 職　名 氏　名 備　考

岡山大学
教育学

研究科長
髙瀬　　淳 玉川大学 教　授 山口　圭介

福井大学 准教授 遠藤　貴広

広報委員会
任期：令和7年6月～令和9年5月（2年間）

京都教育大学 教　授 片山　紀子

大　学　名 職　名 氏　名 備　考 兵庫教育大学 教　授 山中　一英 座長

東京学芸大学 准教授 渡辺　貴裕

立命館大学 教　授 森田　真樹 座長

兵庫教育大学 理事・副学長 森　　秀樹

兵庫教育大学 教　授 羽田　　潤 編集委員会（～R2.12.31 研究推進委員会）
任期：令和7年6月～令和9年5月（2年間）

大分大学 教　授 清國　祐二 大　学　名 職　名 氏　名 備　考

宮崎大学 教　授 吉村功太郎 宮城教育大学 教　授 本図　愛実 座長

宮城教育大学 教　授 久保　順也

宮城教育大学 教  授  金田  裕子 

茨城大学 教　授 加藤　崇英

岐阜大学 教　授 平澤　紀子

岐阜大学 教　授 棚野　勝文

兵庫教育大学 教　授 川上　泰彦

兵庫教育大学 准教授 三浦　智子

岡山大学 准教授 金川舞貴子

山口大学 准教授 宮木　秀雄

鳴門教育大学 教　授 葛上　秀文

愛媛大学
教育実践高度
化専攻長

露口　健司

長崎大学 准教授 畑中　大路

日 本 教 職 大 学 院 協 会 専 門 委 員 会 委 員 名 簿

授業改善・FD委員会
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日本教職大学院協会規約 

（平成 21 年５月 29 日制定） 

（平成 29 年５月 19 日改正） 

（令和 ５年５月 12 日改正） 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は日本教職大学院協会（以下「協会」という。）と称し、英語では Japan 

Association of Professional Schools for Teacher Education（略称 JAPTE）と称する。 

（組織） 

第２条 協会は、教職大学院を設置する大学・学部を会員として組織する。 

（目的） 

第３条 協会は、会員相互の協力を促進して教職大学院における教育水準の向上を図り、もっ

て優れた教員を養成し、社会に貢献することを目的とする。 

（事業） 

第４条 前条の目的を達成するため、協会は次の事業を行う。 

(1) 教職大学院が行う教育の内容及び教育条件整備の検討と提言

(2) 教職大学院の教育実践研究の検討と提言

(3) 教職大学院の教員の研修・交流

(4) 教職大学院学生の研修・交流

(5) 教職大学院の入学者選抜方法の検討と提言

(6) 教育委員会等との連携方法の検討と提言

(7) 前各号のほか、協会の目的を達成する上で必要と認めた事業

第２章 会員 

（会員の資格） 

第５条 協会の会員は、教職大学院を設置する法人のうち、法人の意志に基づき入会手続を行

い、総会の議決により入会を認められたものとする。 

（会員の代表者） 

 第６条 会員は、その代表者１人を定めて、協会に届け出なければならない。これを変更した

ときも、同様とする。 

２ 代表者は、教職大学院を設置する法人の学長又は教職大学院を代表する者とする。 

３ 協会の総会には、第１項により届け出られた者が出席しなければならない。会員代表者が

総会に出席できないときは、当該教職大学院の専任教員による代理出席を認める。この場合

は、書面により代理出席を委任されたことを申し出なければならない。 

４ 理事会への出席においても、前項の代理出席に関する規定を準用する。 

（入会及び資格喪失等） 

第７条 教職大学院を設置する法人が入会を希望するときは、書面により協会に申し出て、総

会の議決により入会の承認を得るものとする。 

２ 入会後、会員の設置する教職大学院が閉鎖され、又はその設置認可が取り消されたときは、
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会員の資格を失う。 

３ 会員が協会の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に反したときは、理事

会の提案に基づく総会の決議により除名することができる。その議決は、総会員の３分の２

以上の多数による。 

４ 会員が退会を希望するときは、書面により協会に届け出て、総会の議決により退会の承認

を得るものとする。 

（入会金及び年会費） 

第８条 会員は、年会費を納めなければならない。年会費を滞納した会員は、退会したものと

みなすものとする。 

２ 会員は、入会にあたって入会金を納めなければならない。 

３ 年会費及び入会金に関する細則は、別に定める。 

第３章 役員 

（役員の構成） 

第９条 協会に次の役員を置く。 

(1) 会長 １人

(2) 副会長 ２人

(3) 理事 １５人（会長、副会長を含む。）

（理事の選任） 

第 10 条 理事は、総会がこれを選任する。 

２ 欠員が生じた場合の後任の理事は、前任者の属する会員から選出する。 

（会長及び副会長の選任） 

第 11 条 会長は、総会において選任された理事がこれを互選する。 

２ 副会長は、会長が理事の中から指名し、理事会の承認を経てこれを選任する。 

３ 会長及び副会長のうち１人は私立大学の会員代表者とする。 

４ 欠員が生じた場合の後任の会長及び副会長は、前任者の属する会員から選出する。 

（役員の任期） 

第 12 条 会長、副会長及び理事の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任の会

長、副会長及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 会長、副会長及び理事は、再任を妨げない。 

（会長及び副会長の職務） 

第 13 条 会長は、協会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した者がその職

務を代行する。 

３ 会長及び副会長は、その任期が満了する日において後任の会長及び副会長が選出されてい

ないときは、後任の会長及び副会長が選出されるまで引き続きその職務を行う。 

（理事の職務） 

第 14 条 理事は理事会を構成し、会務を執行する。 

第４章 会議 

（総会の招集） 
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第 15 条 会長は、毎年１回、会員の通常総会を招集しなければならない。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。総会員の３分の

１以上の会員が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨時総会を招集しな

ければならない。 

３ 総会の議長は、会長がこれにあたる。 

（総会の議決方法） 

第 16 条 総会は、総会員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 

２ 総会の議事は、本規約に特別の定めのある場合を除き、出席会員の過半数でこれを決し、

可否同数のときは議長の決するところによる。 

３ 会員は、総会において各々1 個の議決権を有する。 

（理事会の招集） 

第 17 条 理事会は会長がこれを招集し、その議長となる。 

（理事会の議決方法） 

第 18 条 理事会は、総理事の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 

２ 理事会の議事は、本規約に特別の定めのある場合を除き、出席理事の過半数でこれを決し、

可否同数のときは議長の決するところによる。 

（理事会の議決事項） 

第 19 条 理事会は、次の事項を議決する。 

(1) 総会に提案すべき事項

(2) 入会金及び年会費に関する事項

(3) 専門委員会の設置に関する事項

(4) 副会長の選任並びに事務局長の任免の承認

(5) その他、協会の事業を実施するために必要と認められる事項

第５章 専門委員会  

（専門委員会の設置） 

第 20 条  協会の事業の遂行に必要な調査研究を行うため、理事会の下に専門委員会を置くこと

ができる。 

２ 専門委員会による調査研究の結果は、理事会に報告しなければならない。 

（専門委員会の任務・構成等） 

第 21 条  各専門委員会の任務及び構成等については、理事会が別に定める。 

第６章 監事 

（監事） 

第 22 条  協会に、監事２人を置く。 

２ 監事は、会員代表者のうちから理事会が選出する。ただし、理事は監事を兼ねることがで

きない。 

３ 欠員が生じた場合の後任の監事は、前任者の属する会員から選出する。 

（職務） 

第 23 条  監事は、協会の業務及び会計を監査し、理事会にその結果を報告しなければならない。 

２ 監事の任期が終了する年度の翌年度に行われる前項の監査及び報告は、前任の監事が行う
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ものとする。 

（任期） 

第 24 条 監事の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任の監事の任期は、前任

者の残任期間とする。 

２ 監事は、再任することができない。 

第７章 事務局 

（事務局の設置） 

第 25 条 協会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局は、会長が属する大学に置き、副会長が属する大学がこれに協力するものとする。 

（事務局長及び職制） 

第 26 条 事務局に事務局長１人及び必要な職員を置く。 

２ 事務局長は、事務局を統括する。 

３ 事務局長は、理事会の承認を経て会長が任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

第８章 会計 

（経費） 

第 27 条 協会の事業を実施・運営するために必要な経費は、次の各号に掲げる収入をもって充

てる。 

(1) 入会金及び年会費

(2) その他、寄附金等

（経費の管理） 

第 28 条 協会の経費の管理は、理事会の議を経て事務局が行う。 

（会計年度） 

第 29 条 協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月末日に終わる。 

（予算及び決算） 

第 30 条 会長は、毎年３月末日までに翌年度の事業予算案を作成し、理事会の議を経て総会の

承認を求めなければならない。 

２ 会長は、毎会計年度終了後２ヶ月以内に決算書を作成し、理事会の議を経、監事の意見を

添えて総会の承認を求めなければならない。 

第９章 規約の変更及び解散 

（規約の変更） 

第 31 条 本規約は、総会の議決によって変更することができる。 

２ この議決には、総会員の３分の２以上の同意を要する。 

（解散） 

第 32 条 協会は、総会の議決によって解散することができる。 

２ この議決には、総会員の４分の３以上の同意を要する。 

第 10 章 細則  
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（細則の制定） 

第 33 条 本規約の施行上必要な細則は、理事会の議を経て会長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 本規約は、平成 21 年５月 29 日から施行し、平成 20 年 10 月 16 日から適用する。 

（会員） 

第２条 第５条の規定にかかわらず、教職大学院協会設立総会（平成 20 年 10 月 16 日開催）で

協会への参加の意志決定を行った法人は、入会手続を経たものと見なす。 

（連合教職大学院） 

第３条 本規約の適用については、複数の法人が一の教職大学院を設置した場合においては、

あわせて一の会員として扱うものとする。 

（設立総会における会長等の選任） 

第４条 協会の最初の総会において選出された会長、副会長及び理事は、本規約に基づき選任

されたものとみなす。 

（最初の役員の任期） 

第５条 協会の最初の会長、副会長及び理事の任期は、第 12 条第１項の規定にかかわらず、そ

の設立の日から平成 22 年の第１回の総会までとする。 

（設立総会の議長） 

第６条 協会の最初の総会の議長は、第 15 条第３項の規定にかかわらず、日本教育大学協会会

長がこれにあたる。 

（最初の監事の任期） 

第７条 最初の監事の任期は、第 24 条第１項の規定にかかわらず、選出された日から平成 22

年３月 31 日までとする。 

（設立当初の会計年度） 

第８条 協会の最初の会計年度は、第 29 条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり平成

22 年３月 31 日に終わるものとする。 

（日本教育大学協会との関係） 

第９条 協会の設立及び運営に当たっては日本教育大学協会の協力を得ることとし、設立後も

連携を図るものとする。 

附 則 

本規約は，平成 29 年５月 19 日から施行する。ただし，第 26 条４項に係る規定については平

成 29 年４月１日から適用する。 

附 則 

本規約は，令和５年５月 12 日から施行し,令和５年６月１日から適用する。 
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日本教職大学院協会会費等細則

（平成21年2月16日制定）

（平成24年3月10日改正）

（入会金）

第１条 教職大学院協会（以下、「協会」と略す。）の会員は、各々入会にあたって10万円

の入会金を所定の時期までに協会に納付しなければならない。

（年会費）

第２条 協会の会員は、各々年度ごとに30万円の年会費を所定の時期までに協会に納付しな

ければならない。

（既納の入会金等）

第３条 既納の入会金及び年会費は返還しない。

附 則

本細則は平成21年２月16日から施行する｡

附 則

本細則は平成24年４月１日から施行する｡
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令和８年度の日本教職大学院協会年会費について 

   （令和 7 年 12 月 5日総会決定） 

令和８年度の日本教職大学院協会年会費は、日本教職大学院協会年会費等細則（平成 21
年２月 16 日制定）第２条に関わらず、15万円とする。 
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日本教職大学院協会理事の選任に関する申合せ 

 

（令和２年 12 月 21 日制定） 

（令和５年 5 月 12 日改正） 

 

 

日本教職大学院協会規約（平成 21 年 5 月 29 日制定)第 10 条第 1 項の規定に基づく

理事の選任については、この申合せによる。  

 

 

(1) 会員大学院を北海道・東北エリア、関東エリア、北陸・東海エリア、近畿エリア、

中国・四国エリア、九州エリアに分け、各エリアから、理事を 2 人ずつ選任する。 

(2) エリアから選出される理事は、半数改選とする。 

(3) エリアから選出される理事以外に 3 名の理事を選任する。 

(4)  理事の候補者は理事会が選出する。 

 

 
  附 則 
本申合せは、令和 3 年 1 月 1 日から施行する。 
 

附 則 
本申合せは、令和 5 年 5 月 12 日から施行し，令和 5 年 6 月 1 日から適用する。 
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日本教職大学院協会専門委員会細則 

 

（平成 21 年 10 月 23 日制定） 

（平成 22 年３月 11 日改正） 

（平成 28 年３月 19 日改正） 

（平成 29 年４月 26 日改正） 

（令和２年 12 月 21 日改正） 

（令和５年 5 月 12 日改正） 

 

 

（目的） 

第１条 この細則は，日本教職大学院協会規約（以下「規約」という。）第 21 条の規定に基

づき，専門委員会の所掌事項及び構成等について必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 日本教職大学院協会（以下「協会」という。）理事会の下に，次に掲げる専門委員

会を置く。 

(1) 授業改善・ＦＤ委員会 

(2) 企画委員会 

(3) 広報委員会 

(4) 教育委員会等連携委員会 

(5) 成果検証委員会 

(6) 編集委員会 

（所掌事項） 

第３条 授業改善・ＦＤ委員会は，次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 教育課程の見直しに関すること。 

(2) 教育の内容及び教育条件整備に関すること。 

(3) 教員の研修・交流に関すること。 

(4) 教育実践研究の推進に関すること。 

２ 企画委員会は，次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 事業計画の企画・立案に関すること。 

３ 広報委員会は，次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 広報活動の推進に関すること。 

(2) 教職大学院の教育・研究成果の取りまとめ及び公表に関すること。 

(3) 広報誌の刊行に関すること。 

４ 教育委員会等連携委員会は，次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 教員派遣に関する教育委員会との連携に関すること。 

(2) 実習に関する教育委員会との連携に関すること。 

(3) 修了者の教員就職支援に関する方策に関すること。 

(4) 教育委員会等への要望に関すること。 

５ 成果検証委員会は，次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 修了者の進路状況・活動状況等の調査に関すること。 

(2) 調査結果に基づく分析に関すること。 

(3) その他成果の検証に関すること。 

６ 編集委員会は，次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 研究誌の刊行に関すること。 

（構成） 

第４条 専門委員会は次の各号に掲げる者をもって組織する。 

 (1) 座長 

(2) 委員 若干人 
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（座長） 

第５条 専門委員会に座長を置き，座長は，理事会が規約第５条に定める会員の中から選出

し，会長が委嘱する。 

２ 座長は専門委員会を招集し，議長となる。 

３ 座長に事故があるときは，会長があらかじめ指名した理事がその職務を代理する。 

（委員） 

第６条 専門委員会の委員は，座長が会員の中から推薦し，会長が委嘱する。 

（任期） 

第７条 座長の任期は２年とし，再任は１回までとする。ただし，本条３項に定める任期終

了後の再任は，これに含めない。 

２ 委員の任期は２年とし，再任を妨げない。 

３ 欠員が生じた場合の後任の座長及び委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（理事会への報告） 

第８条 専門委員会は，必要に応じて専門委員会における調査研究の結果等を理事会に報告

するものとする。 

（委員以外の者の出席） 

第９条 専門委員会は，必要があると認めるときは，委員以外の者の出席を求め，意見を聴

くことができる。 

（事務） 

第 10 条 専門委員会に関する事務は，座長が属する大学と事務局において処理する。 

（補則） 

第 11 条 この細則に定めるもののほか，専門委員会の運営に関し必要な事項は，理事会が別

に定める。 

附 則 

１ 本細則は，平成 21 年 10 月 23 日から施行し，平成 21 年５月 29 日から適用する。 

２ 第５条及び第６条の規程により最初に委嘱された第２条第１項に定める委員会の座長及

び委員の任期は，第７条の規定にかかわらず，委嘱された日から平成 23 年の第１回の総会

までとする。 

附 則 

本細則は，平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則 

本細則は，平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則 

本細則は，平成 29 年４月 26 日から施行し，平成 29 年４月１日から適用する。 

附 則 

 本細則は，令和３年１月１日から施行する。ただし，第２条第３項の改正規定は，令和３

年６月１日から適用する。 

附 則 

本細則は，令和５年５月 12 日から施行し，令和５年６月１日から適用する。 
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日本教職大学院協会事務局の組織及び運営に関する細則  
 

（平成 29 年５月 19 日制定） 
（令和２年６月８日改正）  

（目的）  
第１条 この細則は、日本教職大学院協会規約（以下「規約」という。）第 26 条第 4

項の規定に基づき、事務局の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。  
（事務局次長等）  
第２条 事務局に、事務局次長を若干人置く。  
2 事務局次長のうち１人を庶務担当とする。 

3 事務局にその他必要な職員を置くことができる。  

（組織）  
第３条 庶務担当事務局次長のもとに、事務部を置く。  
2 事務部に、事務部長を置く。  
3 事務部に、総務課、財務課及び教務課を置く。  
4 課に、課長を置く。  
5 事務部にその他必要な職員を置くことができる。  
（職員の委嘱等）  
第４条 第２条 1 項及び 3 項に掲げる職員は、事務局長が推薦し、会長が委嘱する。  
2 前条 2 項、4 項及び 5 項に掲げる職員は、事務局所在の大学の職員のうちから庶務

担当事務局次長が委嘱する。  
3 事務局に、専任の職員を置くことができる。  
（総務課の所掌事務）  
第５条 総務課においては、次の事務をつかさどる。  
(1) 協会の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。  

(2) 公印を管守すること。  

(3) 文書類の接受、発送及び整理保存すること。 

(4) その他、他の部及び課に属さない事務を処理すること。  
（財務課の所掌事務）  
第６条 財務課においては、次の事務をつかさどる。  
(1) 協会の会計事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。  

(2) 予算及び決算に関すること。  

(3) 収入及び支出に関すること。  

(4) その他会計事務に関すること。  
（教務課の所掌事務）  

第７条 教務課においては、次の事務をつかさどる。  

(1) 協会の教務事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。  

(2) 所掌事務に関する諸調査、統計及び報告に関すること。  
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(3) その他教務事務に関すること。  

（事務）  
第８条 事務手続きに関し必要な事項は、規約等に定めるもののほか、事務局所在の

大学の定めるところによる。  
 
  附 則  

本細則は、平成 29 年５月 19 日から施行し、平成 29 年４月１日から適用する。  

附 則  

本細則は、令和２年６月８日から施行する。  
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日本教職大学院協会のあり方等に関するワーキング・グループ細則  

 

（令和元年 5 月 17 日制定）  

（設置）  

第１条 日本教職大学院協会（以下「協会」という。）のあり方等について、企画・立

案を行うために、理事会のもとに日本教職大学院協会のあり方等に関するワーキン

グ・グループ（以下「WG」という。）を置く。  
 
（所掌事項）  
第２条 WG は、以下に掲げる事項について、企画・立案を行う。  
 １ 協会の事業、組織、財務体制の方針に関する事項  
 ２ その他、協会の改革に関する事項  
 
（構成）  
第３条 WG は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。  
 １ 会長  
 ２ 副会長  

３ 理事  
 ４ その他、会員の中から会長が指名した者  
 
（座長）  
第４条 WG に座長を置き、会長をもって充てる。  
 ２ 座長は、WG を招集し、これを主宰する。  
 ３ 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名した委員がその職務を代行す

る。  
 
（委員以外の者の出席）  
第５条 WG は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴

くことができる。  
 
（雑則）  
第６条 この細則に定めるもののほか、WG の運営に関し必要な事項は、WG が別に

定める。  
 
 
  附 則  
本細則は、令和元年５月 17 日から施行する。 
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日本教職大学院協会研究大会の運営に関する申合せ 

 

 

（令和 2年 12月 21日制定） 

 

日本教職大学院協会研究大会の運営については、この申合せによる。  

 

 

(1) 会員大学院を北海道・東北エリア、関東エリア、北陸・東海エリア、近畿エリア、中国・四国エリ

ア、九州エリアに分け、各エリアの持ち回りにより開催する。 

(2) 持ち回りの順番は、別表のとおりとする。 

(3) 開催の前年度の総会において、企画委員会のもとに担当エリアの大学院により構成される運営部

会を設置し、研究大会の計画立案・運営にあたる。 

(4) 原則的に、１２月に開催するものとする。 

(5)  開催に必要な経費は、総会の了承を経て、協会から支出する。 

 
 
  附 則 
本申合せは、令和 3年 1月 1日から施行する。 
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別紙 

実施年度 当番エリア
島根大学大学院 鳴門教育大学大学院

岡山大学大学院 香川大学大学院

広島大学大学院 愛媛大学大学院

山口大学大学院 高知大学大学院

新潟大学大学院 岐阜大学大学院

上越教育大学大学院 静岡大学大学院

富山大学大学院 常葉大学大学院

金沢大学大学院 愛知教育大学大学院

福井大学大学院 三重大学大学院

信州大学大学院

福岡教育大学大学院 大分大学大学院

佐賀大学大学院 宮崎大学大学院

長崎大学大学院 鹿児島大学大学院

熊本大学大学院 琉球大学大学院

茨城大学大学院 創価大学大学院

宇都宮大学大学院 玉川大学大学院

群馬大学大学院 帝京大学大学院

埼玉大学大学院 早稲田大学大学院

聖徳大学大学院 横浜国立大学大学院

千葉大学大学院 山梨大学大学院

東京学芸大学大学院

北海道教育大学大学院 秋田大学大学院

弘前大学大学院 山形大学大学院

岩手大学大学院 福島大学大学院

宮城教育大学大学院

滋賀大学大学院 兵庫教育大学大学院

京都教育大学大学院 奈良教育大学大学院

立命館大学大学院 和歌山大学大学院

大阪教育大学大学院

注：令和９年度は中国・四国エリアを当番とし、以降同順とする。

関東エリア令和６年度

北海道・東北エリア令和７年度

近畿エリア令和８年度

所属大学院

日本教職大学院協会研究大会実施輪番表

九州エリア令和５年度

中国・四国エリア令和３年度

北陸・東海エリア令和４年度
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日本教職大学院協会ジャーナル編集方針 

（令和４年５月 13 日制定） 

（名称、発行、目的） 
（１）本誌は、日本教職大学院協会の機関誌として発行される。

本誌は日本教職大学院協会編集委員会で編集し、オンラインジャーナルとして随時掲載が
決定した論文を発行し、年１回、当年に発行した論文を取りまとめ 1 巻を発行する。 
本誌は、学校管理職、教職員、教育政策形成者、地域リーダー、保護者、児童生徒等の意

識・態度・行動及びこれらを取り巻く諸制度の探究の成果を紀要として刊行することで、学
術的・実践的対話の質の高まりと、実践の質の向上を図る。 

（掲載内容） 
（２）本誌は、論文（研究論文、実践研究報告）、その他教職大学院の教育・研究活動に関係す

る記事を掲載する。

（３）研究論文は、本協会の主旨に沿った学術研究及び実践研究であり、国際的な研究論文の基
準にしたがい評価される。
実践研究報告は、教職大学院での学習・研究成果を、本協会の基準にしたがいまとめた論

稿であり、実践者が著者に含まれることを条件とする。 

（４）研究論文及び実践研究報告は、次の 3 つの部門に分け募集し、掲載する。
部門 A 学校改善とリーダーシップ
内容： リーダーシップ、学校組織、学校改善、コミュニティ、人材育成、研修開発、危

機管理、教育行政、教育政策等に関するもの
部門 B カリキュラムと教育実践開発
内容： カリキュラム、授業、学習、測定、評価、ICT、生徒指導、教育相談、進路指

導、特別活動、学級経営、道徳教育、特別支援教育等に関するもの
部門 C 専門的職能開発と人材育成
内容：  教員養成、教師教育、教職修士・博士、大学院のカリキュラム・授業実践等に

関するもの 

（５）論文種（研究論文または実践研究報告）、投稿部門（部門Ａ、Ｂ、Ｃのいずれか）は、投
稿時に連絡責任者が申告するが、編集委員会委員の合議により、変更する場合がある。

（６）人権を侵すことにつながる研究や表現は認められない。
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（投稿資格等） 
（７）論文の投稿に当たり、その筆頭著者及び連絡責任者は、協会会員校（教職大学院）に所属

する大学教員、大学院生、修了生に限る。大学院生が筆頭著者または連絡責任者となる場合
は、指導教員等所属大学の教員の了承を得た上で投稿しなければならない。

（８）連絡責任者は著者の一人で、投稿手続きをし、受理された後に編集委員会及び協会事務局
からの通知の受け取りや修正原稿の提出等、論文査読の過程で責任をもつ者とする。連絡責
任者は、筆頭著者以外の者でもよい。

（９）協会会員校以外の大学等に所属する者との共同執筆は可とする。

（10）編集委員会委員は、筆頭著者及び連絡責任者となることはできない。ただし、共同著者と
しての参加は可とする。

（11）同一者が筆頭著者として本誌に投稿できる論文原稿は、各年度１人あたり１編とする。

（12）本誌に掲載される論文は、教育研究に関する未公刊の論文とする。なお、未公刊の論文と
は、過去に国内外で公開された雑誌又は書籍（電子形態のものを含む）に掲載されていない
論文を指す。国内外の学会における口頭発表、学位論文、学会報告要旨集、教職大学院修了
にあたって提出する実践研究報告書等、プレプリント、ワーキングペーパーなどの内容を論
文化したものは投稿可とするが、投稿時にそのことを記載すること。

（13）二重投稿をしてはならない。また、本来一編の論文として投稿すべき論文を、複数の論文
に分割して投稿してはならない。投稿論文と重複する内容のある論文を、他の刊行物に投稿
ないし公刊している場合には、投稿時にそのことを記載するとともに、当該の関連論文を査
読資料として、編集委員会に提出しなければならない。査読資料を提出する場合には、著者
名・所属・謝辞等、著者が推定される記述を、著者の責任において削除すること。

（14）投稿の要領については、別に定める。

（審査・掲載の可否等） 
（15）投稿論文は、査読委員の中から選定された査読者による審査の上、編集委員会の合議によ

り、掲載の可否及び掲載順を決定する。

（16）投稿時の申告の内容に虚偽があった場合や、論文が不正なものであることが判明した場合
は、掲載不可の決定または掲載の取り消しを行う。

（17）投稿論文の審査については、別に定める。

（参考資料）ｰ22



（査読委員の任命） 
（18）査読委員は協会会員校（教職大学院）の教員から、編集委員会委員が推薦し、編集委員会

の合議により任命するものとする。推薦及び任命にあたっては、所属大学、専攻分野等の適
切なバランスを考慮するものとする。

（19）査読委員の任期は原則として２年間とし、再任を妨げない。

（原稿の編集） 
（20）原則として、掲載が決定した後に、論文の著者が加筆・補正を行うことは認めない。

（21）編集委員会委員は、編集の過程において、著者と原稿について協議することがある。

（22）掲載が決定した論文の発行に要する費用は、原則として本協会の負担とする。ただし、規
定の枚数を超過する場合や、図版・図表等で特に発行の費用を要する場合、著者に負担させ
ることがある。

（著作権） 
（23）本誌に掲載が決定した論文の著作権（日本国著作権法第 21 条から第 28 条までに規定す

るすべての権利（各国において上記各条に定める権利に相当する権利を含む。以下同じ））
は、本協会に移転する。

（24）掲載が決定した論文について、著者自身による学術教育目的等での利用（著者自身による
編集著作物への転載、掲載、インターネット等による公衆送信、複写して配布すること等を
含む）は、出典（論文誌名、巻号ページ、出版年）を明示すればこれを妨げない。

（25）著者は、論文の作成にあたり、第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及
びその他の知的財産権並びにその他一切の権利を侵害してはならない。

（26）著者は、論文の作成にあたり、第三者の著作物を引用する場合は、出典を明記しなくては
ならない。

（27）連絡責任者は、投稿を行うにあたり、他の共同著者全員に本編集方針及び別に定める投稿
論文審査要領を示し、同意を得なくてはならない。本協会への論文の投稿により、投稿され
た論文の著者全員が本編集方針及び別に定める投稿論文審査要領に同意したものとみなされ
る。

 附 則 
  この方針は、令和４年８月１日から施行する。 
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日本教職大学院協会ジャーナル投稿論文審査要領 

（令和４年５月 13 日制定） 

（査読前の確認） 
（１）投稿論文（以下「論文」という。）は、編集委員会において、別に定める「日本教職大学

院協会ジャーナル投稿要領」に基づき執筆されていることを確認する。同要領に基づき執筆
されていることが確認された論文は、査読者による査読を実施する。なお、同要領に定める
条件を満たしていないことが確認された論文は、編集委員会において掲載不可と判断し、査
読者による査読を実施しない。

（主査及び査読者の選任） 
（２）論文が投稿された部門の編集委員会委員は、受け付けた論文の内容を確認し、合議の上、

同部門の編集委員会委員から１名を主査として選任する。なお、論文種（研究論文または実
践研究報告）、投稿部門（部門Ａ、Ｂ、Ｃのいずれか）は、投稿時に連絡責任者が申告する
が、編集委員会委員の合議により、変更する場合がある。

（３）論文が投稿された部門の編集委員会委員は、査読委員のうち、論文と同一またはできるだ
け近い専門分野の、客観的な判断のできる識見のある研究者から、内諾を得たうえで査読者
３人を選任する。なお、査読者には原則として実務家教員（専攻分野における概ね５年以上
の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者）を１名以上含め、実践的価値の
視点からの評価の機会を設けるものとする。

（４）編集委員会委員は、自身が共同著者である論文の、主査及び査読者となることはできな
い。査読委員は、自身が筆頭著者、共同著者、連絡責任者のいずれかである論文の、査読者
となることはできない。

（５）査読者は原則として査読委員から選定するが、主題によってはこれ以外の本協会会員校の
教職大学院所属教員にも依頼することがある。

（査読の指針） 
（６）査読者は、「日本教職大学院協会ジャーナル編集方針」に定めるジャーナルの目的を踏ま

えて、査読を実施する。

（査読の手順） 
（７）査読は著者名を秘して行う。
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（８）査読期間は原則３ヶ月以内とし、査読者は編集委員会所定の期限までに、次の①、②、編
集委員会宛ての意見及び著者宛ての意見を主査へ返送する。
①各論文種の評価基準に基づく評価項目
各項目に３点（優れている）、２点（標準）、１点（問題がある）、０点（大いに問題があ

る）のいずれかを付す。 
（研究論文の評価項目） 
・問題設定（問題の背景、研究課題の明確化、研究課題の意義、主要概念の定義）
・実践的価値（研究に含まれる実践の価値、実践に対する貢献）
・文献レビュー（理論枠組み、先行研究レビュー）
・方法（参加者、手続き、観察・測定方法や研究者の役割、実践概要、分析戦略）
・結果／分析（データ分析、実践分析、知見の解釈）
・考察（知見の総合化、実践的示唆の提示、研究の限界）
・資料（参考文献、注釈・資料）

（実践研究報告の評価項目） 
・問題設定（研究の背景、研究の動機、研究課題の明確化、研究課題の意義、主要概念の
定義）

・実践的価値（研究に含まれる実践の価値、実践に対する貢献）
・実践デザイン（調査方法、データ収集の方法、実践研究の概要）
・実践結果（実践内容の詳細、実践分析の結果、実践の価値・特徴）
・考察（知見の総合化、実践的示唆の提示、実践研究の限界、教職大学院の学びの発展・
抱負・展望等）

・資料（参考文献、注釈・資料）
②総合判定区分
各評価項目の点数の合計に基づき、次のいずれかを付す。

（研究論文）21 点満点 
A. 掲載可（訂正なし）（18点以上）
B. 掲載可（軽微な訂正を条件とする）（18 点以上）
C．掲載可（一部修正を条件とする）（14 点～17点）
D．再審査（10 点～13点）
E．掲載不可（10点未満）

（実践研究報告）18 点満点 
A. 掲載可（訂正なし）（16点以上）
B. 掲載可（軽微な訂正を条件とする）（16 点以上）
C．掲載可（一部修正を条件とする）（12 点～15点）
D．再審査（９点～11点）
E．掲載不可（８点未満）
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（審査結果の決定） 
（９）主査は、査読者から提出された（８）の各論文種の評価基準に基づく評価項目及び総合判

定区分の審査結果、編集委員会宛ての意見及び著者宛ての意見を取りまとめ、編集委員会へ
提出する。編集委員会は、主査から提出された資料をもとに、合議の上、次のいずれかに決
定する。審査結果については、主査及び査読者の氏名を伏して連絡責任者へ通知するものと
する。
（研究論文）21 点満点
※（８）①の評価項目ごとに３査読者の平均点（小数点第１位を四捨五入）を算出し、そ
の合計点をもとに決定する。 

A. 掲載可（訂正なし）（18 点以上）
B. 掲載可（軽微な訂正を条件とする）（18 点以上）
C．掲載可（一部修正を条件とする）（14 点～17点）
D．再審査（10 点～13点）
E．掲載不可（10点未満）

（実践研究報告）18 点満点 
※（８）①の評価項目ごとに３査読者の平均点（小数点第１位を四捨五入）を算出し、そ
の合計点をもとに決定する。 

A. 掲載可（訂正なし）（16 点以上）
B. 掲載可（軽微な訂正を条件とする）（16 点以上）
C．掲載可（一部修正を条件とする）（12点～15点）
D．再審査（９点～11 点）
E．掲載不可（８点未満）

（再投稿） 
（10）（９）のＢ、Ｃ、Ｄのいずれかの審査結果を受けた連絡責任者は、結果が通知された日か

ら原則３ヶ月以内に論文を修正し、再度提出するものとする。なお、結果が通知された日か
ら１年以上後で論文を再度提出した場合は、再度投稿要件を満たしていることを確認の上、
査読者による査読を行う。 

（11）再投稿された論文については、次の①~③のとおり取り扱うものとする。なお、（９）の
Ｂ、Ｃ、Ｄのいずれかに決定した論文は、査読者が必要と考える修正や補足及びこれと同等
の修正や補足等が、同一修正事項につき２回までに満たされなかったときは、掲載不可とな
る。
①B「掲載可（軽微な訂正を条件とする）」と決定された論文が、修正後再投稿された場合
は、先と同じ主査が、１ヶ月以内を原則として訂正の内容を確認し、掲載条件に合致し
ているか吟味し、次回編集委員会に掲載の可否を諮るものとする。
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②C「掲載可（一部修正を条件とする）」と決定した論文が、修正後再投稿された場合
は、先と同じ主査及び査読者が、１ヶ月以内を原則として修正の内容を確認し掲載条件
に合致しているか吟味し、次回委員会に掲載の可否を諮るものとする。

③D「再審査」と決定した論文が、修正後再投稿された場合は、先と同じ査読者３名が、
１ヶ月以内を原則として再度査読する。その上で査読結果をもとに、次回委員会に掲載
の可否を諮るものとする。

（論文に倫理上の疑義がある場合） 
（12）査読者または編集委員会委員から、当該論文に倫理に関して疑義があるとの指摘がなされ

た場合は、審査結果の判断を保留し、編集委員会で、倫理の観点から投稿論文を審査する。
なお、編集委員会は、その判断のための資料を新たに連絡責任者に求めることができる。

（13）編集委員会において、論文の修正で解決できない倫理上の問題があると判断された場合に
は、その旨を付し、「掲載不可」とする。結果の通知は、通常の結果通知の手続きと同様に
行うものとする。なお、編集委員会において、倫理上の問題がない、または論文の修正で解
決できると判断された場合は、通常の審査手続きを再開する。

 附 則 
  この要領は、令和４年８月１日から施行する。 
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日本教職大学院協会ジャーナル投稿要領 

（令和４年５月 13 日制定） 

（１）論文の著者は、「日本教職大学院協会ジャーナル編集方針」及び「日本教職大学院協会ジ
ャーナル投稿論文審査要領」をよく確認の上、投稿すること。

（２）論文の著者は、日本教育心理学会倫理綱領を参照し、投稿論文の内容について十分に人権
及び倫理上の配慮を行うこと。

（３）連絡責任者は、提出物が次の要件に準拠していることを確認すること。これらの要件を満
たしていないものは、査読を行わない場合がある。
①タイトルページファイル
・タイトルページには、すべての著者の連絡先情報（著者名、所属、住所、E メールアド
レス、電話番号等）を含むものとする。

②論文原稿
・論文原稿は、タイトル、要旨（英文 100-120 語程度、和文 200-240 字程度）、キーワー
ド（３～５個）、本文、註、引用または参考文献、の順で記載すること。

・論文原稿には、著者を特定できるような情報を含めないこと。
・論文原稿は、Word 文書で作成し、A4 版 1頁につき横書き、36字×18行、12 ポイン
トで作成し、うち本文は 30 枚以下とすること。

・引用または参考文献は、論文原稿の最後に、引用の順または著者名のアルファベット順
に一括して、次のように記載すること。また、DOI を記載するように努めること。
（論文の場合）著者、論文名、雑誌名、巻、号、発行年、頁の順（最後にDOI）
（単行本の場合）著者、書名、発行所、出版年、頁の順（最後に DOI）
（ウェブサイトの場合）タイトル、URL を明記

・本文には、通しの頁番号及び頁ごとの行番号を必ず振ること。
・本文中の図表を挿入する位置には、Figure１または Table１から順に通し番号を記載す
ること。

・研究参加者から研究協力の同意を得たことを、その方法とともに論文中に明記するこ
と。ただし、何らかの事情で研究参加者本人から同意を得ることが難しい場合は、研究
参加に関して責任を負うことのできる人（保護者、学校長など）から同意を得ることも
可とする。同意が得られなかった場合は、その理由を本文に明記すること。

・企業との共同研究である、または企業から助成を受けた研究である等、利益相反に関連
する事項がある場合はその内容を、また利益相反に関連する事項がない場合は「本論文
に関して、開示すべき利益相反関連事項はない。」という一文を、本文の末尾に「付
記」として記載すること。
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・図表、グラフ、謝辞、資料は、論文原稿とは別のファイルで提出すること。
・論文原稿と別のファイルで提出する図表は、1つのファイルにまとめて掲示し、Figure
１または Table１から順に通し番号を付すこと。また、本文中における図表の位置を記
載すること。

・図表は、写真ではなく、できる限り編集可能なテキストとして提出すること。

附 則
  この要領は、令和４年８月１日から施行する。 
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